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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 

 

平 成 2 0 年 1 月 1 1 日 

内閣府、国家公安委員会、 

法務省、厚生労働省告示第 1 号 

                                              ※ 平成 24 年８月１日 一部改正 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

 １ 基本的な考え方 

   配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。 

   配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭内において行われるた

め、潜在化しやすく、しかも加害者（配偶者からの暴力が行われた場合におけ

る当該配偶者又は配偶者であった者をいう。以下同じ。）に罪の意識が薄いと

いう傾向にある。このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、

被害が深刻化しやすいという特性がある。 

   配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難で

ある女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等

の実現の妨げとなっている。 

   このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配

偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要である。 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13 年法律第

31 号。以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適

切な保護を図ることが必要である。また、国民一人一人が、配偶者からの暴力

は身近にある重大な人権侵害であることをよく理解し、配偶者からの暴力を容

認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいくことが必要である。 

 

 ２ 我が国の現状 

 （１）法制定及び改正の経緯 

    平成 13 年４月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図ることを目的として、法が制定され、保護命令の制度や、都道府県の配偶

者暴力相談支援センター（以下「支援センター」という。）による相談や一

時保護等の業務が開始された。 

    その後、平成 16 年５月には、配偶者からの暴力の定義の拡大、保護命令

制度の拡充、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関す

る基本的な方針（以下「基本方針」という。）の策定及び都道府県における

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下「都道府県基本計画」という。）の策定等を内容とする法改

第１－１ 基本的な考え方



 

- 2 -

正が行われ、平成 16 年 12 月に施行されるとともに、基本方針が策定され

た。その後、順次都道府県基本計画が策定されたところである。 

    また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を更に推進

するため、保護命令制度の拡充、市町村（特別区を含む。以下同じ。）にお

ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画（以下「市町村基本計画」という。）の策定及び支援センター

業務の実施について市町村の努力義務とすること等を内容とする配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律（平成 19

年法律第 113 号）が平成 19 年７月に制定され、平成 20 年１月 11 日に施行

されたところである。今後、改正の趣旨にも十分留意して、施策を実施して

いくことが必要である。 

 （２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する施策の現状 

   ア 都道府県基本計画 

     平成 18 年度中に、47 都道府県すべてにおいて、都道府県基本計画が策

定されている。 

   イ 配偶者暴力相談支援センター 

     平成 19 年４月現在、47 都道府県及び４市において、合計 177 施設が、

支援センターとしての機能を果たしている。 

   ウ 相談 

     支援センターで受け付けた相談の件数は、平成 14 年度には 35,943 件で

あったが、平成 18 年度には 58,528 件となり、年々増加傾向にある。 

     平成 18 年度に受け付けた相談件数について、人口比で見ると、人口１

万人当たりの相談件数が最も多い都道府県では 14.2 件であるのに対し

て、少ない都道府県では 1.6 件であり、大きな地域差が見られる。 

     婦人相談所等における来所による夫等の暴力の相談件数について見る

と、平成 13 年度では 13,071 件であったものが、平成 18 年度には 22,315

件となっており、婦人相談所等における来所による相談件数全体に占める

夫等の暴力に関する相談の割合も 19.2 パーセントから 29.6 パーセントと

増加している。 

     また、警察が対応した配偶者からの暴力相談等の件数は、平成 14 年で

14,140 件であったものが、平成 18 年には 18,236 件となっている。 

   エ 一時保護 

     婦人相談所一時保護所における入所者のうち、夫等の暴力を入所理由と

する者は、平成 13 年度では 2,680 件であったものが、平成 18 年度には

4,565 件となっている。 

   オ 保護命令 

     保護命令の発令件数は、平成 14 年で 1,128 件であったのに対し、平成

18 年では 2,208 件となっている。その内訳を見ると、平成 18 年では、接
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近禁止命令と退去命令が併せて発令された件数が 166 件、接近禁止命令の

み発令された件数が 710 件、退去命令のみ発令された件数が８件、接近禁

止命令と退去命令と同時に子への接近禁止命令が発令された件数が 346

件、接近禁止命令と同時に子への接近禁止命令が発令された件数が 974

件、事後的な子への接近禁止命令が４件となっている。 

 

 ３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計画 

 （１）基本方針 

   ア 基本方針の目的 

     基本方針は、全国あまねく適切に施策が実施されるようにする観点か

ら、法や制度の概要に触れつつ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する施策についての基本的な方針を示したものであり、都道府県基

本計画及び市町村基本計画（以下「基本計画」という。）の指針となるべ

きものである。したがって、基本計画は、基本方針に即して策定されるこ

とが必要である。また、基本方針は、都道府県又は市町村の判断により、

都道府県基本計画又は市町村基本計画に独自の施策等を盛り込むことを妨

げるものではない。 

   イ 配偶者からの暴力及び被害者の範囲 

     法において、「配偶者からの暴力」は、配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをい

う。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下

「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力

等を含むと規定されている。ただし、法第３章については、配偶者からの

身体に対する暴力に限るとされている。このため、基本方針においても、

第２の３及び４（２）イについては、配偶者からの身体に対する暴力に限

るものとする。 

     また、法第４章については、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする

脅迫をいう。）を受けた者が「被害者」とされている。このため、第２の

８及び別添については、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を

いう。）を受けた者を「被害者」とする。 

 （２）都道府県基本計画及び市町村基本計画 

   ア 基本計画の目的 

     基本計画は、広範多岐にわたる配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策を、総合的に、かつ、地域の実情を踏まえきめ細かく実施
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していく観点から、第一線で中心となってこれらの施策に取り組む地方公

共団体が策定するものである。 

     法第２条の３第１項において、都道府県は、基本方針に即して、都道府

県基本計画を定めなければならないとされており、既に全都道府県におい

て、策定が行われている。 

     また、地域に根ざしたきめ細かな支援のためには、都道府県のみなら

ず、最も身近な行政主体である市町村の役割も大変重要である。被害者に

対する自立支援施策の充実等が求められている現状にかんがみ、平成 19

年の法改正により、市町村における取組を一層促進するため、法第２条の

３第３項において、市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、市町村基本計画を策定するよう努めなければならないとされ

たものである。 

   イ 基本計画の基本的視点 

   （ア）被害者の立場に立った切れ目のない支援 

      配偶者からの暴力について、その深刻な事態や被害者が持つ恐怖や不

安を被害者の立場に立って理解するとともに、配偶者であるかどうかに

かかわらず、決して暴力は許されるものではないという認識に基づい

て、基本計画を検討することが必要である。 

      また、配偶者からの暴力は、その防止から、通報や相談への対応、保

護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目

のない支援を必要とする問題であり、配偶者からの暴力の防止から被害

者の保護、自立支援に至る各段階について、施策の内容を検討すること

が必要である。 

   （イ）関係機関等の連携 

      配偶者からの暴力は複雑な問題であり、一つの機関だけで対応するこ

とは困難である。幅広い分野にわたる関係機関等が、認識の共有や情報

の交換から、具体的な事案に即した協議に至るまで、様々な形でどのよ

うに効果的に連携していくかという観点から、基本計画を検討すること

が必要である。 

   （ウ）安全の確保への配慮 

      配偶者からの暴力は、被害者の生命身体の安全に直結する問題であ

り、被害者が加害者の元から避難した後も、加害者からの追及への対応

が大きな問題となる場合が少なくない。このため、情報管理の徹底等、

被害者及びその親族、支援者等の関係者（以下「被害者及びその関係

者」という。）の安全の確保を常に考慮することが必要である。 

   （エ）地域の状況の考慮 

      都市部と農山漁村の間の相違を始め、人口構造や産業構造、更には社

会資源の状況等地域の特性は様々であり、配偶者からの暴力の問題につ
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いて現在直面している課題も異なることから、それぞれの都道府県又は

市町村の状況を踏まえた計画とすることが必要である。 

      都道府県及び市町村の役割分担についても、基本方針を基に、地域の

実情に合った適切な役割分担となるよう、都道府県及び市町村は、基本

計画の策定又は見直しに際し、それぞれの役割や相互協力の在り方につ

いてあらかじめ協議することが必要である。また、策定後も、互いに情

報を交換し認識を共有するため、定期的な意見交換の場を持つことが望

ましい。 

   ウ 都道府県基本計画における留意事項 

   （ア）被害者の支援における中核としての役割 

      都道府県の支援センターは、被害者に対し、各種の援助を行う上で中

心的な役割を果たすものであり、特に、婦人相談所は、心理判定員や婦

人相談員、心理療法担当職員等が配置されている被害者の支援の中核で

あって、専門的な援助を必要とする事案や、処遇の難しい事案への対応

に当たることが必要である。また、専門的知識及び技術等を必要とする

事案について市町村等から助言等を求められた場合は、適切に対応する

ことが必要である。 

   （イ）一時保護等の適切な実施 

      婦人相談所は、一時保護の実施という他の支援センターにはない機能

を有しているほか、婦人保護施設への入所決定も婦人相談所において行

われる。これらは、被害者に対する支援の中で極めて重要な役割であ

り、適切に実施することが必要である。 

   （ウ）市町村への支援 

      広域的な観点から、市町村基本計画の策定を始め、市町村の実施する

施策が円滑に進むよう、市町村に対する助言や情報提供、市町村間にお

ける調整の支援等を行うことが望ましい。また、婦人相談所を始めとす

る都道府県の支援センター等において、市町村職員に対し実務面の研修

を行うことや、市町村職員の研修に講師を派遣すること等も考えられ

る。 

      特に、福祉事務所を設置していない町村に対しては、きめ細かな助言

等十分な支援を行うことが望ましい。 

   （エ）広域的な施策の実施 

      広域的な対応を行うことで、効率的な推進が可能な施策については、

都道府県が中心となって行うことが望ましい。具体的には、職務関係者

の研修や、被害者のための通訳の確保、医療関係者向けマニュアルの作

成、夜間・休日における相談や、居住地での相談を避けたいという被害

者や男性からの相談への対応等が考えられる。 

   エ 市町村基本計画における留意事項 
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   （ア）身近な行政主体としての施策の推進 

      市町村基本計画においても、地域の実情に合わせ、啓発等による配偶

者からの暴力の防止から被害者の支援まで、幅広い施策がその内容とな

り得るが、被害者に最も身近な行政主体として求められる基本的な役割

については、どの市町村においても、特に積極的な取組を行うことが望

ましい。 

      具体的には、市町村の基本的な役割として、相談窓口を設け、被害者

に対し、その支援に関する基本的な情報を提供すること、一時的な避難

場所を確保する等により、緊急時における安全の確保を行うこと、及び

一時保護等の後、被害者が地域で生活していく際に、関係機関等との連

絡調整を行い、自立に向けた継続的な支援を行うことが考えられる。 

   （イ）既存の福祉施策等の十分な活用 

      地域における被害者の自立支援に際しては、保育所や母子生活支援施

設への入所、生活保護の実施、母子寡婦福祉施策の活用等、福祉や雇用

等の各種の施策を十分に活用する必要がある。このため、被害者の自立

支援という観点から利用できる既存の施策にどのようなものがあるか、

また、それらを被害者の状況に応じて活用するためにどのような方策が

考えられるかについて、幅広い検討を行うことが望ましい。 

   （ウ）市町村基本計画と配偶者暴力相談支援センターとの関係 

      支援センターそのものの速やかな設置が困難な場合であっても、市町

村基本計画の策定を先行して行い、（ア）の身近な行政主体として求め

られる基本的な役割を中心に、市町村基本計画に基づく施策の推進を図

ることが望ましい。 

      また、その市町村基本計画の内容に応じて、法第３条第３項各号に掲

げられた支援センターの業務に相当する機能を果たす部局や機関を決

め、施策の実施に取り組むことが望ましい。 

   （エ）地域の状況に応じた市町村基本計画の策定 

      人口規模が大きく、被害者からの相談件数等が多い場合等、市町村の

状況に応じて、市町村の基本的な役割のみならず、基本方針の中で主に

都道府県が行うことが望ましいとされている施策の中からも、積極的に

市町村基本計画に盛り込み、実施することが望ましい。 

      なお、市町村基本計画は、他の法律に基づき市町村が策定する計画等

であって、市町村基本計画と盛り込む内容が重複するものと一体のもの

として策定することも考えられる。また、他の法律に基づく既存の計画

等であって内容が重複するものの見直しを行い、市町村基本計画とする

ことも考えられる。 

      ただし、このような場合でも、基本方針に即し、かつ、都道府県基本

計画を勘案した内容とすることが必要である。 
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第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

 １ 配偶者暴力相談支援センター 

   支援センターは、被害者の支援を行う上で中心的な役割を果たす施設であ

り、法第３条第１項において、都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談

所その他の適切な施設において、当該各施設が支援センターとしての機能を果

たすようにするものとすることとされている。 

   また、同条第２項においては、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設

において、当該各施設が支援センターとしての機能を果たすよう努めることと

されている。 

   都道府県及び市町村の支援センターにおいては、相互の役割分担について、

必要に応じ、連絡調整を行うことが望ましい。 

   また、支援センターにおいては、加害者が訪問すること等も想定し、安全確

保のための対策を講ずることが必要である。 

 （１）都道府県の配偶者暴力相談支援センター 

    都道府県において、支援センターとしての機能を果たしている婦人相談所

は、一時保護を行うという他の支援センターにはない機能を有している。ま

た、都道府県の支援センターは、法施行時より被害者の支援を行ってきた経

験を生かし、都道府県における対策の中核として、処遇の難しい事案への対

応や専門的・広域的な対応が求められる業務にも注力することが望ましい。 

    同一都道府県内の複数の施設において、支援センターの機能を果たすこと

とした場合、相互に有機的に連携し、その機能を発揮する観点から、都道府

県は、これらの施設の連携の中心となる施設（都道府県が設置する施設に限

る。以下「中心施設」という。）を１か所指定することが必要である。中心

施設は、市町村の支援センターとの連携にも特に配慮することが必要であ

る。 

 （２）市町村の配偶者暴力相談支援センター 

    市町村の支援センターは、被害者にとって最も身近な行政主体における支

援の窓口であり、その性格に即した基本的な役割について、中心的な業務と

して特に積極的に取り組むことが望ましい。 

    具体的には、相談窓口を設け、配偶者からの暴力を受けた被害者に対し、

その支援に関する基本的な情報を提供すること、一時保護等の後、地域での

生活を始めた被害者に対し、事案に応じ、適切な支援を行うために、関係機

関等との連絡調整等を行うとともに、身近な相談窓口として継続的な支援を

行うことが考えられる。 

    また、当該市町村の住民以外からの相談が寄せられた場合にも円滑な支援

ができるよう、こうした場合の対応について、あらかじめ近隣の市町村及び

都道府県の支援センターと検討しておくことが望ましい。 
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 （３）民間団体との連携 

    法第３条第５項において、支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体との連携に努めるものとすることとされている。 

    配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護については、この問題に取り組

む民間団体も大きな役割を担っており、被害者の多様な状況に対応するため

には、このような民間団体と支援センターとが、必要に応じ、機動的に連携

を図りながら対応することが必要である。このため、日ごろから、日常の業

務の中で、両者が情報を共有し緊密な関係を構築していくことが必要であ

る。 

    民間団体との連携の例としては、相談業務、広報啓発業務、同行支援等の

自立支援、研修等における専門的知見の活用、関係機関の協議会への参加の

招請等様々なものが考えられる。また、支援センターについては、当該支援

センターの業務の委託について、別途法令の定めがある場合を除き、その業

務の全部又は一部を民間団体に委託することも可能である。業務の委託を含

め、どのような連携を行うかは支援センターの状況、個々の被害者の状況等

個別の事案に即して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を効果的に

行う観点から、当該地域で活動する民間団体の状況及びその意見を踏まえ

て、それぞれの支援センターにおいて判断することが望ましい。 

 

 ２ 婦人相談員 

   法第４条において、婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行う

ことができることとされており、基本計画の策定や見直しにおいては、その十

分な活用について、検討を行うことが必要である。 

   なお、婦人相談員が設置されていない市においては、その必要性の有無につ

いて、不断に検討することが必要である。 

   婦人相談員は、婦人相談所、福祉事務所等において配偶者からの暴力の被害

者に関する各般の相談に応じるとともに、その態様に応じた適切な援助を行う

ことが必要である。 

   また、被害者は不安感を抱えながら相談に訪れることが多いため、被害者に

とっての安全を第一に考え、秘密が守られる環境の中で、その訴えが十分受け

入れられることが重要である。したがって、婦人相談員は被害者の立場に立っ

て共に問題解決を図ろうとする援助者であることについて被害者の理解を得る

こと、信頼関係に基づいて援助を行うことが必要である。 

   さらに、問題の解決に当たっては、被害者自らが選択、決定することが基本

であり、婦人相談員は、このために必要な情報を提供し、適切な助言を行うこ

とが必要である。また、被害者の自立の促進、保護命令制度の利用、保護施設

の利用等についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整等、法第３条第３

第２－２ 婦人相談員



 

- 9 -

項各号に規定されている業務について中心的な役割を担うものであり、こうし

た各種の援助が的確に実施されるよう、関連の法律や施策、制度等について十

分な知識を得るよう努めることが必要である。 

 

 ３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等 

 （１）通報 

   ア 一般からの通報 

   （ア）通報の意義とその必要性 

      配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多く、外部から発見す

ることが困難である上、被害者も加害者からの報復や家庭の事情等様々

な理由から支援を求めることをためらうことも考えられる。被害者を支

援するための情報を広く社会から求めるため、法第６条第１項におい

て、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を通報す

るよう努めなければならないこととされており、通報先については、こ

の通報の趣旨が被害者の保護であることから、被害者の支援の中核であ

る支援センター、また、暴力の制止等の緊急の対応も必要となることか

ら、警察官とされている。 

   （イ）国民に対する啓発 

      都道府県及び市町村においては、配偶者からの暴力の被害者を発見し

た者は、その旨を支援センター又は警察官に通報するよう努めることの

周知を図ることが必要である。また、配偶者からの暴力の防止に関する

理解を深めるための啓発を行う際には、その内容に応じ、通報の趣旨等

についても適切に周知することが望ましい。 

      国においては、通報についての法の規定とその趣旨等について、様々

な機会を利用して啓発に努める。 

   イ 医師その他の医療関係者等からの通報 

   （ア）通報の意義とその必要性 

      医師その他の医療関係者（医師、歯科医師、保健師、助産師、看護

師、医療ソーシャルワーカー等をいう。以下同じ。）は、日常の業務を

行う中で、配偶者からの暴力の被害者を発見しやすい立場にあることか

ら、医療関係者には、被害者の発見及び通報において積極的な役割が期

待される。 

      そのため、法第６条第２項においても、医療関係者が業務を行うに当

たって配偶者からの暴力の被害者を発見した場合には通報することがで

きることとされ、通報先は、一般からの通報と同様に支援センター又は

警察官とされている。また、同条第３項により当該通報は守秘義務違反

に当たらないとされている。 

      医療関係者にあっては、この趣旨を踏まえ、配偶者からの暴力の被害
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者を発見した場合には、守秘義務を理由にためらうことなく、支援セン

ター又は警察官に対して通報を行うことが必要である。 

   （イ）被害者の意思との関係 

      配偶者からの暴力の被害者に対する支援は、被害者自身の意思を尊重

して行われることが必要である。具体的には、被害者の意思に反し通報

が行われると、被害者の受診が妨げられたり、被害者の安全が脅かされ

るおそれもある。そのため、医療関係者は、原則として被害者の明示的

な同意が確認できた場合にのみ通報を行うことが望ましい。ただし、被

害者の生命又は身体に対する重大な危害が差し迫っていることが明らか

な場合には、そのような同意が確認できなくても積極的に通報を行うこ

とが必要である。 

   （ウ）被害者に対する情報提供 

      法第６条第４項に規定されているように、医療関係者は、被害者が自

らの意思に基づき支援センター、婦人相談員、相談機関等を適切に利用

できるよう、これらの関係機関に関する積極的な情報提供を行うことが

必要である。このため、医療機関においては、医療ソーシャルワーカー

等被害者に対する情報提供の窓口を決めておくなど、被害者が受診した

場合の医療機関としての対応をあらかじめ検討しておくことが望まし

い。また、医療機関による情報提供に資するよう、地方公共団体におい

て、被害者向けのカード・パンフレット等を医療機関に提供することが

望ましい。 

   （エ）医療関係者に対する周知 

      医療関係者による通報や情報提供等を通じた被害者の支援を図るた

め、都道府県において、医療関係者に対し、通報や情報提供に関する法

の規定とその趣旨、支援センター、婦人相談員、相談機関の機能等につ

いて、医療関係者向けの広報や研修、医療関係者に対する関係機関の協

議会への参加の呼び掛け、医療関係者を対象とした対応マニュアルの作

成や配布等様々な機会を利用して周知を行うことが望ましい。また、市

町村においても、医療関係者に対して、関係機関の協議会への参加の呼

び掛けを行うなど、機会を捉えて周知を行うことが望ましい。 

      国においては、都道府県及び市町村におけるこうした取組が着実に根

付くよう、関係団体への働き掛け等に努める。 

   （オ）福祉関係者 

      民生委員・児童委員等の福祉関係者は、医療関係者と同様、相談援助

業務や対人援助業務を行う中で、配偶者からの暴力の被害者を発見しや

すい立場にあることから、（ア）から（エ）までに準じた対応を行うこ

とが望ましい。 

 （２）通報等への対応 
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   ア 配偶者暴力相談支援センター 

   （ア）被害者への説明及び助言等 

      法第７条において、支援センターは、被害者に関する通報又は相談を

受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、法第３条第３項の規定に

より支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うととも

に、必要な保護を受けることを勧奨するものとすることとされている。 

      国民から通報を受けた場合、支援センターは、通報者に対し、加害者

に知られないように被害者に支援センターの利用に関する情報を教示し

てもらうよう協力を求めることが必要である。また、被害者と連絡を取

ることができた場合は、支援センターが行う業務の内容等について説明

し、助言を行うことが必要である。 

      学校や保育所等、子どもにかかわる関係機関から支援センターに通報

があった場合には、通報者を通じて被害者に支援センターの利用に関す

る情報を教示してもらうよう協力を求めることが必要である。 

      医療関係者から通報を受けた場合、支援センターは、被害者の意思を

踏まえ、当該医療機関に出向き、被害者の相談に応じるとともに必要な

説明や助言を行うか、又は被害者との面接が難しい場合には、電話によ

り直接被害者と連絡を取ることによって、状況を把握し、説明や助言を

行うことが望ましい。この場合、こうした接触を加害者に知られないよ

うに十分注意することが必要である。また、必要に応じ、通報のあった

医療機関に出向き、医療関係者に、配偶者からの暴力の特性等について

説明を行い、今後の協力を要請することが望ましい。 

      なお、相談等通報以外の形で、被害者以外から支援センターへ連絡が

あった場合であっても、その内容が身体に対する暴力に関するものにつ

いては、通報として扱うことが必要である。 

   （イ）危険が急迫している場合の対応 

      現に被害者に対する危険が急迫していると認められるときは、警察に

その旨を通報するとともに、被害者に対し、一時保護を受けることを勧

奨するなどの措置を講ずることが必要である。なお、こうした危険が急

迫している場合への対応を可能とするため、都道府県において少なくと

も１つの施設で、夜間、休日を問わず対応できることが必要である。ま

た、加害者が通報者に対し、何らかの報復行為等を行うことも考えられ

ることから、通報者の氏名等の取扱いには十分注意することが必要であ

る。 

   （ウ）子どもに関する情報への対応 

      児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第２条第４

号において、子どもが同居する家庭において、配偶者に対する暴力その

他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うことは、児童虐待に
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当たるとされている。また、子どもが直接、暴力の対象となっている場

合もあり得る。このため、通報の内容から児童虐待に当たると思われる

場合には、同法に基づき、支援センターから、市町村、都道府県の設置

する福祉事務所又は児童相談所に通告を行うことが必要である。また、

その後の被害者に対する支援に際しては、児童相談所等と十分な連携を

図ることが望ましい。 

   イ 警察 

     法第８条において、警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われ

ていると認めるときは、警察法（昭和 29 年法律第 162 号）、警察官職務

執行法（昭和 23 年法律第 136 号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされ

ている。 

     警察において配偶者からの暴力が行われていると認めた場合は、暴力の

制止に当たるとともに、応急の救護を要すると認められる被害者を保護す

ることが必要である。また、被害者の意思を踏まえ、加害者を検挙するほ

か、加害者への指導警告を行うなど配偶者からの暴力による被害の発生を

防止するための措置を講ずることが必要である。特に、被害者に対して

は、加害者の検挙の有無にかかわらず、個別の事案に応じ、必要な自衛措

置に関する助言、支援センター等の関係機関の業務内容及び保護命令制度

の教示等被害者の立場に立った措置を講ずることが必要である。 

 

 ４ 被害者からの相談等 

 （１）配偶者暴力相談支援センター 

    法第３条第３項第１号において、支援センターは、被害者に関する各般の

問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を

紹介することとされている。 

   ア 相談窓口の周知 

     被害者が、配偶者からの暴力を受けることなく安全に生活していくため

には、被害者への支援等に関する情報を入手し、それを活用することが重

要である。しかし、配偶者からの暴力により、被害者は孤立し、利用でき

る支援等に関する情報を入手する機会も制限されている場合が少なくな

い。また、被害者自身に、自ら受けている暴力が重大な人権侵害であると

いう認識がないために、相談に至らないことも多い。 

     このため、支援センターにおいては、配偶者からの暴力は重大な人権侵

害であり、被害者だけで悩むことなく相談窓口を利用するよう、広く周知

することが必要である。その際には、今後の生活についての被害者自身の

意思が固まっていない段階であっても、早期に相談窓口を利用し、様々な
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支援に係る情報等を得るよう呼び掛けることが望ましい。また、被害者が

利用しやすいように相談の受付時間を設定するなど、被害者の立場に立っ

た工夫をすることが望ましい。外国人である被害者に対しては、外国語に

よる相談窓口の広報を行うことも考えられる。さらに、性別に応じた相談

窓口を設けるなど、被害者の性別にかかわらず、相談しやすい環境の整備

に配慮することが望ましい。 

     また、支援センターを設置していない市町村においても、相談窓口又は

情報提供の窓口を設置し、身近な行政主体として相談を受け付ける先の周

知を行うことが望ましい。 

   イ 相談を受けた場合の対応 

     支援センターにおいて被害者の相談に当たる職員は、被害者から電話に

よる相談があった場合には、その訴えに耳を傾け、適切な助言を行うこ

と、被害者に来所して相談したいとの意向があれば、これを促すことなど

が必要である。また、来所した被害者の面接相談を行う場合には、その話

を十分に聴いた上で、どのような援助を求めているのかを把握し、被害者

の抱える問題を適切に理解して、問題解決に向けて助言を行うこと等が必

要である。さらに、保護を受けるか否かについては被害者本人が判断し決

定すべきことであることから、被害者に対し、関係機関の業務内容の説明

や助言を行うとともに、必要な援助を受けることを勧奨すること等も必要

である。 

     被害者に対する支援を行うに当たっては、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずプライバシーの保護、安心と安全の確保、受容的な態度で相談を

受けること等、被害者の人権に配慮した対応を行うことが必要である。被

害者が、外国人、障害者、高齢者等であることによって、支援を受けにく

いということにならないよう、情報提供、相談の対応、施設整備等の面に

おいて、それぞれの被害者の立場に立った配慮を行うことが望ましい。 

     また、不適切な対応により、被害者に更なる被害（二次的被害）が生じ

ることのないよう留意することが必要である。 

     なお、通報への対応と同様に、相談の内容から、児童虐待に当たると思

われる場合には、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所

に通告することが必要である。通告に当たっては、児童虐待に係る通告義

務について、必要に応じ、被害者に対し、説明を行うことが望ましい。ま

た、その後の被害者に対する支援に際しては、児童相談所等と十分な連携

を図ることが望ましい。 

 （２）警察 

   ア 相談を受けた場合の対応 

     被害者からの相談については、被害者に対し、緊急時に 110 番通報すべ

き旨や自衛手段を教示するにとどまらず、関係機関等への紹介、加害者に
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対する指導警告等警察がとり得る各種措置を個別の事案に応じて被害者に

教示するなど被害者の立場に立った適切な対応を行うことが必要である。 

     また、相談に係る事案が暴行、脅迫等刑罰法令に抵触すると認められる

場合は、被害者の意思を踏まえ、検挙に向けての迅速な捜査を開始するほ

か、被害者に被害届の提出の意思がないときであっても、捜査手段を講じ

なければ更なる事案が起きるかもしれない危険性について理解させ、特

に、被害者及びその関係者に危害が及ぶおそれがあると認められるとき

は、警察側から被害届の提出を働き掛け、必要に応じ説得を試みることが

必要である。 

     刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、被害者及びそ

の関係者に危害の及ぶおそれがある事案については、加害者に対する指導

警告を行うなど積極的な措置を講ずることが必要である。 

     さらに、被害者及びその関係者に対して、加害者からの復縁等を求めて

のつきまとい等の行為がある場合には、ストーカー行為等の規制等に関す

る法律（平成 12 年法律第 81 号。以下「ストーカー規制法」という。）を

適用した措置を厳正に講ずることが必要である。 

     なお、被害者に接する際には、被害者の負担を軽減し、かつ、二次的被

害を与えないよう、女性警察職員による被害相談対応、被害者と加害者と

が遭遇しないような相談の実施等被害者が相談しやすい環境の整備に努め

ることが必要である。 

     警察以外の関係機関による対応がふさわしいと考えられる場合は、被害

者に対し、支援センター等の関係機関の業務等について説明し、これらの

機関に円滑に引き継ぐことが必要である。 

     なお、引継ぎを行う場合には、単に当該機関等の名称及び連絡先を教示

するだけでなく、当該機関等に連絡するなど確実に引継ぎがなされること

が必要である。 

   イ 援助の申出を受けた場合の対応 

     法第８条の２において、警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本

部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長）又は警察

署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による

被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相

当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公

安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置

の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な

援助を行うものとすることとされている。 

     警察が行う援助は、次に掲げる措置のうち、適切なものを採ることによ

り行うこととされている。 

   （ア）被害者に対し、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するため、そ
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の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。 

   （イ）加害者に被害者の住所又は居所を知られないようにすること。 

   （ウ）被害者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉を円滑に

行うため、被害者に対する助言、加害者に対する必要な事項の連絡又は

被害防止交渉を行う場所としての警察施設の供用を行うこと。 

   （エ）その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために

適当と認める援助を行うこと。 

     なお、生命等に対する脅迫を受けた被害者については、法第８条の２の

規定による援助の対象ではないが、身体に対する暴力を受けた被害者に準

じて必要な援助を行うことが必要である。 

 （３）人権擁護機関 

    法務省の人権擁護機関では、人権相談所や「女性の人権ホットライン」と

いった専用電話を設け、配偶者からの暴力を含めた相談を受け付けるほか、

被害者から、人権侵犯による被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告

等があった場合は、速やかに救済手続を開始する。 

    上記相談や申告を受け、配偶者からの暴力事案を認知した場合は、人権侵

犯事件として所要の調査を行い、支援センター、警察等と連携を図りなが

ら、被害者に必要な助言、婦人相談所等一時保護施設への紹介等の援助を

し、暴力行為に及んだ者等に対しては、これをやめるよう、事案に応じ、説

示、啓発を行うことにより、被害者の保護、救済に努めることが必要であ

る。 

 

 ５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等 

   被害者は、繰り返される暴力の中でＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等

の障害を抱えることもあり、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、

将来への不安等により精神的に不安定な状態にある場合もある。 

   同伴する家族も同様に心理的被害を受けている場合が多く、特に子どもにつ

いては、配偶者からの暴力による心理的虐待に加え、転居や転校を始めとする

生活の変化等により、種々の大きな影響を受けやすい。さらに、子ども自身が

親からの暴力の対象になっている場合もある。 

   法第３条第３項第２号において、支援センターは、被害者の心身の健康を回

復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこととさ

れている。 

 （１）被害者に対する援助 

   ア 婦人相談所における援助 

     事案に応じ、医師、心理判定員、婦人相談員、心理療法担当職員、看護

師等、支援にかかわる職員が連携して被害者に対する医学的又は心理学的

な援助を行うことが必要である。心理療法担当職員の配置については、被
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害者への心理的な援助を適切に行うため、その積極的な配置・活用を行う

ことが望ましい。 

     婦人相談所においては、心身に大きな被害を受けている被害者や同伴す

る家族に対して、心理判定員等による心理学的諸検査や面接を行い、被害

者の心理的な被害の状況を把握して、事案に応じた心理学的側面からの援

助等を行うことが必要である。 

     また、疾病等の有無や診療の要否について、医学的な面から判定し、被

害者の心身の健康状態を踏まえて、今後の必要な措置について検討するな

ど、適切に対応することが必要である。 

   イ 地域での生活における援助 

     繰り返し家庭内で暴力を受けてきた被害者が心理的な安定を取り戻すた

めには、加害者の元から避難した後も、回復のための一定の期間を経る必

要がある。このため、被害者が、地域での生活を送りながら、身近な場所

で相談等の援助を受けられるよう、支援センターは、被害者の回復を図る

ために、カウンセリングを行うことや適切な相談機関を紹介するなどの対

応を採ることが必要である。また、被害者の状況に応じ、精神保健福祉セ

ンター、保健所における精神保健に関する支援やグループホームの活用に

ついても検討することが必要である。 

     被害者の回復には、配偶者からの暴力という体験を有する被害者同士

が、体験や感情を共有し、情報を交換し合う自助のためのグループに参加

することが有効とされることから、支援センター等においては、地域の実

情に応じて、こうした自助グループ等の情報についても被害者に提供する

ことが望ましい。また、支援センターや女性センター等において、これら

のグループの形成や継続に対する支援を行うことが望ましい。 

 （２）子どもに対する援助 

   ア 児童相談所における援助 

     子どもの目の前で配偶者に対する暴力が行われること等、直接子どもに

対して向けられた行為ではなくても、子どもに著しい心理的外傷を与える

ものであれば児童虐待に当たるものであり、児童相談所においては、医学

的又は心理学的な援助を必要とする子どもに対しては、精神科医や児童心

理司等が連携を図りながら、個々の子どもの状況に応じてカウンセリング

等を実施することが必要である。なお、被害者が地域での生活を始めた場

合でも、子どもが安心して安定した生活ができるよう、継続的な支援を行

うことが必要である。 

     婦人相談所に一時保護されている子どもであっても、子どもの目の前で

配偶者に対する暴力が行われていたこと等により心理的外傷を受けていた

り、あるいは子ども自身が暴力を受けている例も見られることから、婦人

相談所と連携して、通所や訪問という形をとりながら、個別的な心理療法
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や集団療法等の援助を行うなど、子どもの状況に応じ適切に対応すること

が望ましい。 

   イ 学校等における援助 

     日常生活の中で、被害者の子どもが適切な配慮を受けられるようにする

ためには、学校や保育所等における対応が重要である。このため、学校及

び教育委員会並びに支援センターは、事案に応じ、学校において、スクー

ルカウンセラー等が相談に応じていることや、必要に応じ、教育センター

や教育相談所に配置されている臨床心理の専門家による援助も受けられる

ことについて、被害者やその子どもに適切に情報提供を行うことが必要で

ある。 

     また、教育委員会、学校、保育所等の関係機関と支援センターが連携し

て、学校生活等において、被害者の子どもが適切な配慮を受けられるよう

にするため、子どもと日常的に接することが多い教員、養護教諭、スクー

ルカウンセラー等の教育関係者や保育士等の保育関係者に対して、児童虐

待に関する留意事項に加え、配偶者からの暴力の特性、子どもや被害者の

立場や配慮すべき事項等について、研修等の場を通じて周知徹底を図るこ

とが必要である。 

 （３）医療機関との連携 

    被害者本人及びその子どもを支援するに当たって、専門医学的な判断や治

療を必要とする場合には、支援センターは医療機関への紹介、あっせんを行

うことが必要である。このような業務を円滑に進めることができるよう、支

援センターは、地域の医師会、医療機関との十分な連携を図るとともに、日

ごろから、配偶者からの暴力の問題に関する情報の提供を行うことが望まし

い。 

    その場合、支援センターは、医療機関に対し、被害者の個人情報の扱い等

被害者の立場を踏まえた配慮について申し入れることが望ましい。 

    また、生計困難な被害者については、事案に応じ、無料低額診療事業（社

会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第３項第９号に規定する無料低額

診療事業をいう。以下同じ。）の利用について情報提供を行うことが望まし

い。なお、都道府県等は、被害者についても積極的に無料低額診療事業の対

象とするよう、各医療機関に対し指導等を行うとともに、受診の手続等が円

滑に進むよう、市町村社会福祉協議会等の関係機関に対しても十分な協力を

するよう周知徹底を図ることが望ましい。 

 

 ６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等 

 （１）緊急時における安全の確保 

    法第３条第３項第３号において、支援センターは、被害者（被害者がその

家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族）の緊急時に

第２－６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等
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おける安全の確保を行うこととされている。 

    緊急時における安全の確保は、婦人相談所の一時保護所が離れている等の

場合において、緊急に保護を求めてきた被害者を一時保護が行われるまでの

間等に適当な場所にかくまう、又は避難場所を提供すること等を指すもので

あり、一時保護が行われるまでの間、婦人相談所に同行支援を行うことも含

むものである。また、被害者が正に暴力を受け得る状態にある場合のみを対

象とするものではなく、加害者が不在である間に被害者が駆け込んできた場

合等も対象となるものである。被害者の状況から、加害者から危害を加えら

れるおそれが高い場合には、警察と連携を図って被害者の保護を図ることが

必要である。 

    緊急時における安全の確保は、その趣旨を踏まえ、身近な行政主体である

市町村において、支援センターが設置されている場合はもとより、設置され

ていない場合であっても、地域における社会資源を活用して積極的に実施さ

れることが望ましい。支援センターが設置されている市町村においても、支

援センターにおいて直接行う方法に必ずしも限定することなく、被害者の安

全等を考慮して、実施方法を検討することが望ましい。また、市町村の取組

の状況によっては、必要に応じ、都道府県において、実施されることが望ま

しい。 

    実施に当たっては、担当部局と支援センター、婦人相談所一時保護所、警

察等関係機関の間で、連絡体制や加害者からの追及への対応等についてあら

かじめ協議しておくことが必要である。 

 （２）一時保護 

    法第３条第３項第３号及び同条第４項において、被害者（被害者がその家

族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族）の一時保護

は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとされている。 

    一時保護については、被害者本人の意思に基づき、①適当な寄宿先がな

く、その者に被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要であると

認められる場合、②一時保護所での短期間の生活指導、自立に向けた援助が

有効であると認められる場合、③心身の健康回復が必要であると認められる

場合等に行うものである。 

   ア 一時保護までの同行支援等 

     一時保護所への来所までの間に、被害者の状況から同行支援等の支援が

必要な場合は、被害者からの相談に応じた支援センター等において対応す

ることが望ましい。夜間等の対応については、緊急時における安全の確保

の一環として、市町村又は都道府県において、被害者に対し、一時的な避

難場所の提供等を行うことが望ましい。なお、すでに、関係機関の協議に

より対応方針について合意がなされている場合にはそれによることも考え
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られる。また、地域の状況により、市町村又は都道府県においてこうした

対応を行うことが現時点では困難な場合においては、支援センターを始め

とする関係機関において、当面の対応をあらかじめ協議することが必要で

ある。 

     なお、被害者が一時保護所に来所して一時保護の申請を行うまでの間、

加害者から危害を加えられるおそれが高い場合には、支援センター等と警

察が連携して警戒措置を講ずるなど、被害者の保護を図ることが必要であ

る。 

   イ 一時保護の決定と受入れ 

   （ア）一時保護の申請と決定 

      一時保護には、被害者本人が直接来所して申請する場合のほか、婦人

相談所以外の支援センター、福祉事務所、警察、児童相談所等の関係機

関からの連絡が契機となって一時保護が行われる場合がある。被害者は

金銭や保険証等を所持せずに一時保護される場合も多く、加害者からの

追及のおそれ等もあることから、福祉事務所、警察等関係機関と速やか

に連絡を取るなど、緊密な連携を図ることが必要である。 

      特に、福祉事務所については、被害者の状況から、迅速な生活保護の

適用等が必要となる場合も多いことから、福祉事務所を経由して、被害

者からの一時保護の申請を受け付けることも考えられる。ただし、その

場合であっても、速やかな一時保護の実施が必要な場合には、福祉事務

所を経由していない申請についても適切に受入れを行うことが必要であ

る。 

      一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため緊急に保護すること等を

目的に行われるものであるから、夜間、休日を問わず、被害者の安全の

確保、負担の軽減等に配慮しつつ、被害者が一時保護委託契約施設に直

接来所した場合も含め、一時保護の要否判断を速やかに行う体制を整え

ることが必要である。 

   （イ）一時保護の受入れ 

      一時保護に当たっては、被害者本人の状況、同伴する家族の有無等を

勘案し、婦人相談所が自ら行うほか、婦人保護施設、母子生活支援施

設、民間シェルター等、状況に応じ適切な一時保護委託先で保護するこ

とが必要である。 

      一時保護の受入れに当たっては、入所者の緊張と不安を緩和し、安心

して援助を受けることができるという気持ちが持てるよう留意すること

が必要である。また、婦人相談所においては、入所者の疾病や心身の健

康状態等により、医学的又は心理学的な援助を行うなど、適切な職員を

配置し、心理判定員、婦人相談員、心理療法担当職員、看護師等関係す

る職員が連携して問題の整理・解決を図ることが必要である。 
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   ウ 一時保護の期間 

     一時保護の期間は、援助の施策のうちどれが最も適当であるかを決定

し、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等の措置を講ずるまでの期

間や、短期間の援助等を行うために必要と見込まれる期間である。このた

め、一時保護所又は委託先の入所者の状況に応じて、その期間を延長する

等の柔軟な設定をすることが必要である。 

   エ 同伴する子どもへの対応 

     同伴する子どもについては、同時に児童虐待を受けている可能性もある

ことから、アセスメントを行うとともに、必要に応じ、適切な支援が実施

されるよう、児童相談所と密接に連携を図ることが必要である。また、男

子高校生等婦人相談所で保護することが適当でないと判断される場合に

は、児童相談所の一時保護所や、一時保護委託により被害者とともに適切

な施設で保護するなどの配慮を行うことが必要である。 

     さらに、同伴する子どもについては、安全確保の観点から、学校に通学

させることが、事実上困難となる場合が多い。一時保護所においては、教

育委員会や学校から、教材の提供や指導方法の教示等の支援を受けつつ、

このような子どもに対して、適切な学習機会を提供していくことが望まし

い。 

   オ 一時保護を委託する施設 

     一時保護については、被害者の状況、地域の実情等に応じ、婦人保護施

設、母子生活支援施設、民間シェルター等に対して委託が行われており、

一時保護委託契約を締結している施設数は年々増加している（平成 19 年

４月１日現在 256 施設）。 

     一時保護委託施設における食事の提供、保健衛生、防災及び被服等の支

給については、一時保護所と実質的に同等の水準のものとなるようにする

とともに、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性、安全の確保や秘密の

保持等に関する研修を受けた職員により入所者の一時保護を行うことが必

要である。 

     婦人相談所が、委託の適否及び委託先施設の決定を行う際には、それぞ

れの被害者の状況と、委託する施設の特性を考慮し、その被害者にとって

最も適当と考えられる一時保護の方法及び施設を選定することが必要であ

る。また、男性の一時保護については、あらかじめ、その保護に適した施

設を委託先として検討し、必要な場合に一時保護の委託を行う等の対応を

行うことが望ましい。さらに、外国人や障害者、高齢者等、様々な配慮を

必要とする被害者にも対応できるよう、あらかじめ多様な一時保護委託先

を確保しておくことが望ましい。 

     一時保護後、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等、次の段階の

支援に移行するために、婦人相談所と一時保護を委託された施設は、入所
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者の処遇等について緊密な連携を図ることが必要である。 

   カ 一時保護後の対応 

     婦人相談所による一時保護後は、婦人保護施設、母子生活支援施設等の

入所のほか、帰宅や実家等への帰郷、賃貸住宅等での生活等が考えられる

が、婦人相談所においては、被害者への支援が途切れることのないよう配

慮することが必要である。 

     具体的には、退所後も婦人相談所の専門的な支援を必要とする被害者に

ついては、引き続き、婦人相談所において、来所相談等に応じることが考

えられる。また、地域での生活を始めた被害者については、その身近にあ

って相談しやすい、市町村の支援センター等の相談窓口に引き継ぐこと等

が考えられる。なお、他の機関に引継ぎを行う場合には、被害者の希望に

応じて、単に当該機関等の名称及び連絡先を教示するだけでなく、当該機

関等に連絡して担当者名を確認し、当該担当者との面接が確実に行われる

ようにするなど、実質的に引き継ぐことが必要である。 

 （３）婦人保護施設等 

   ア 婦人保護施設 

     法第５条において、都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を

行うことができることとされている。 

     単身で保護された被害者については、一時保護所を退所した後、必要な

場合は婦人保護施設への入所の措置を講ずることが必要である。婦人保護

施設においては、適切な職員を配置し、心身の健康の回復や生活基盤の安

定化と自立に向けた支援を行うことが必要である。 

     また、婦人保護施設の退所後においても、安定して自立した生活が営め

るよう、被害者の希望に応じて、福祉事務所等の関係機関と連携し、相

談、指導等の援助を継続して実施することが望ましい。 

     なお、婦人保護施設が設置されていない都道府県においては、その必要

性の有無について、不断に検討することが必要である。 

   イ 母子生活支援施設 

     同伴する子どもがいる被害者については、一時保護所を退所した後、必

要な場合は母子生活支援施設への入所の措置を講ずることが必要である。

母子生活支援施設においては、適切な職員を配置し、子どもの保育や教育

等を含め、母子について心身の健康の回復や生活基盤の安定化と自立に向

けた支援を行うとともに、退所後についても相談その他の援助を行うこと

が必要である。 

 （４）広域的な対応 

    被害者の支援については、加害者等の追及から逃れるため、都道府県域を

越えて一時保護・施設入所がなされる広域的な対応も増加しており、これら

地方公共団体間の広域的な連携を円滑に実施することが必要である。 
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ア 一時保護 

     一時保護における広域的な連携に関しては、被害者が支援を求めた婦人

相談所と、被害者が一時保護を希望する都道府県の婦人相談所とが連絡、

調整を行いつつ、原則として、次の取扱いが行われることが必要である。 

   （ア）被害者が他の都道府県の一時保護所等に移る際には、双方の婦人相談

所が確認し、送り出し側の職員等が同行支援すること。なお、事前に双

方の婦人相談所の協議により、同行支援の必要がないと判断した場合

は、この限りではないこと。また、これに係る費用については、送り出

し側が負担すること。 

   （イ）一時保護に係る費用は、受け入れ側の都道府県が負担すること。ただ

し、送り出し側の都道府県が、一時保護委託施設と契約している場合を

除くものとすること。 

   イ 施設入所 

     一時保護後の施設入所における広域的な連携に関しては、現に地方公共

団体間の申合せがある場合はその申合せによることとし、ない場合は、次

の取扱いが行われることが望ましい。 

   （ア）他の都道府県の婦人保護施設に被害者が入所するときの入所に係る費

用は、送り出し側の都道府県が負担すること。 

   （イ）他の都道府県の母子生活支援施設に被害者が入所するときの入所に係

る費用は、被害者の住所地が送り出し側の婦人相談所の管轄区域内にあ

る場合は、被害者の住所地を管轄する福祉事務所のある市等及び一時保

護を行った婦人相談所がある都道府県が負担し、被害者の住所地が不明

又は送り出し側の婦人相談所の管轄区域外にある場合は、一時保護を行

った婦人相談所の所在地を管轄する福祉事務所のある市等及び一時保護

を行った婦人相談所がある都道府県が負担すること。 

   （ウ）（ア）（イ）いずれの場合も、被害者が入所する施設へ移る際には、

送り出し側の婦人相談所職員等が同行支援し、その費用については送り

出し側が負担すること。 

 

 ７ 被害者の自立の支援 

   法第３条第３項第４号において、支援センターは、被害者が自立して生活す

ることを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用

等について、また、同項第６号において、被害者を居住させ保護する施設の利

用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

ととされている。 

 （１）関係機関等との連絡調整等 

    被害者が自立して生活しようとする際、就業機会の確保、住宅や生活費の

確保、子どもの就学の問題等、複数の課題を同時に抱えており、その課題解
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決にかかわる関係機関等は多岐にわたる。それらの機関が、認識を共有しな

がら連携を図って被害者の自立を支援する必要があることから、関係機関等

との連絡調整は極めて重要である。 

    関係機関等との連絡調整については、日ごろから支援センターが中心とな

って関係機関の協議会等を設置し、関係機関等の相互の連携体制について協

議を行うとともに、各機関の担当者が参加して、具体的な事案に即して協議

を行う場も継続的に設けることが望ましい。 

    また、個々の事案について、被害者からの相談内容に基づき、自立支援の

ために必要な措置が適切に講じられるよう、支援センターが、関係機関等と

積極的に連絡調整を行うことが望ましい。 

    なお、支援センターを設置していない市町村においても、関係機関等との

連絡調整を行い、被害者に対し、自立に向けた継続的な支援を行う窓口を設

置し、これらの役割を果たすことが望ましい。 

   ア 手続の一元化 

     複数の窓口に対し、被害者が個別に出向いて繰り返し自身の置かれた状

況を説明し、支援を受けるための手続を進めることは、加害者に遭遇する

危険性が高まる上、心理的にも、被害者にとって大きな負担となることが

指摘されている。このため、庁内の関係部局や関係機関においてあらかじ

め協議の上、被害者の相談内容や、希望する支援の内容を記入する共通の

様式を設け、その様式に記入することによって、複数の窓口に係る手続を

並行して進められるようにすることが望ましい。また、その手続を行う際

にも、一定の場所に関係部局の担当者が出向くことによって、被害者が、

一か所で手続を進められるようにすることが望ましい。 

     その際には、個人情報の適正な管理の観点から、様式に記入する内容

は、どの手続にも必要な基本的な事項に限られるよう留意することが必要

である。 

   イ 同行支援 

     被害者は、加害者の元から避難して新しい生活を始めるに際して強い不

安や負担感を持ち、自身で様々な手続を行うことが難しい場合も少なくな

い。このため、支援センターにおいて、事案に応じ、関係機関への同行支

援を行うことにより、被害者の負担の軽減と、手続の円滑化を図ることが

望ましい。 

     同行支援の内容としては、被害者が関係機関において手続を行う際に、

支援センターの職員等が同行し、被害者の安全に配慮するとともに、必要

に応じ、当該関係機関に対し、被害者の置かれた状況等について補足して

説明を行い、関係機関の理解を得ることによって手続が円滑に進むよう支

援を行い、また、被害者に対し、手続の方法等を分かりやすく教示するこ

と等が考えられる。 
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 （２）被害者等に係る情報の保護 

    被害者の自立の支援においても、被害者及びその関係者の安全確保を図る

ため、被害者の住所や居所はもとより、被害者の支援を行う施設や団体の所

在地等、被害者等に係る情報の管理に細心の注意が求められる。支援センタ

ーにおいては、被害者の支援にかかわる関係機関等に対し、被害者等に係る

情報管理の徹底を呼び掛けることが必要である。 

    また、支援センターは、被害者に対し、住民基本台帳の閲覧等に関し、被 

   害者を保護する観点から、以下の措置が執られていることについて、事案に 

応じ、情報提供等を行うことが必要である。 

   ア 措置の目的 

     配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民 

基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写 

しの交付について、不当な目的により利用されることを防止する。 

   イ 申出の受付 

     市区町村長は、配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者から、 

ウに掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付ける。 

     申出を受け付けた市区町村長は、警察、支援センター等の意見を聴き、 

又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に 

基づく警告等実施書面等の提出を求めることその他適切な方法によって支 

援措置の必要性を確認し、市区町村長において判断を行う。この支援措置 

の必要性の確認に当たっては、被害者の負担の軽減に留意する。 

   ウ 支援措置 

     加害者が判明している場合、加害者からの請求については、「不当な目 

的」（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 12 条及び第 20 条）が 

あるもの又は同法第 11 条の２に掲げる活動に該当しないものとし、交付 

しないこと又は閲覧させないこととする。 

     その他の第三者からの請求については、加害者が第三者になりすまして 

行う請求に対し交付すること又は閲覧させることを防ぐため、住民基本台 

帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認 

をより厳格に行う。 

     また、加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対し交付する又は 

閲覧させることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行う。 

   エ 関係部局における情報の管理 

     住民基本台帳の閲覧等の制限が設けられている趣旨を踏まえれば、閲覧 

等の制限の対象となっている被害者の情報の取扱いについては特に厳重な

管理が求められる。このため、選挙管理委員会や国民健康保険、国民年

金、介護保険、税務、児童手当等住民基本台帳からの情報に基づき事務の

処理を行う部局においては、閲覧等の制限の対象となっている被害者につ
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いて、特に厳重に情報の管理を行うことが必要である。住民基本台帳担当

部局においては、これらの関係部局との連携に努めることが必要である。 

     国においては、住民基本台帳の閲覧等の制限が適切に実施されるよう、 

上記の事項について、周知に努める。 

 （３）生活の支援 

   ア 福祉事務所 

     法第８条の３において、福祉事務所は、生活保護法（昭和 25 年法律第

144 号）、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、母子及び寡婦福祉法

（昭和 39 年法律第 129 号）その他の法令の定めるところにより、被害者

の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこ

ととされている。 

     福祉事務所においては、事案に応じ、児童及び妊産婦の福祉に関する事

項の相談や必要な調査、母子生活支援施設における保護の実施を行うとと

もに、生活保護が必要な者に対しては、後述の点に特に留意して適切に保

護を実施することが必要である。 

   イ 母子自立支援員 

 母子及び寡婦福祉法に基づき、母子自立支援員は、母子家庭の母又はこ

れに準ずる状態にある者の自立支援を図るため、就業についての相談や生

活相談に応じるとともに、母子家庭自立支援給付金や母子寡婦福祉資金貸

付金、児童扶養手当に関する相談及び支援を行うことが必要である。  

ウ 生活保護 

     生活保護制度は、保有する資産、能力等あらゆるものを活用しても、な

お最低限度の生活を維持することができない者に対して、最低生活費の不

足分に限って保護費を支給するとともに、その自立を助長するものであ

る。 

     支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、生活保護制度の

適用について、福祉事務所に相談するよう、情報提供等を行うことが必要

である。また、福祉事務所においては、被害者から生活保護の申請を受け

て、扶養義務者に対して扶養の可能性を調査する際の方法や範囲等に関

し、被害者の安全確保の観点から適切に配慮することが必要である。 

     なお、法による婦人相談所が行う一時保護の施設の入所者については、

居住地がない者とみなし、原則として当該施設所在地を所管する保護の実

施機関が保護の実施責任を負い、現在地保護を行うことが必要である。た

だし、入所者の立場に立って広域的な連携を円滑に進める観点から、都道

府県内又は近隣都道府県間において地方公共団体相互の取決めを定めた場

合には、それによることとされている。 

     国においては、被害者に対する生活保護の適用について、保護の要件を

満たす場合には適切に保護を適用するよう、周知に努める。 
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   エ 子どもとともに生活する被害者への支援 

     支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ母子生活支援施設

における保護の実施、児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉資金貸付金の貸

付け、児童手当の支給等について、情報提供等を行うことが必要である。 

     国においては、児童手当について、加害者から受給事由消滅届が提出さ

れていなくても、一定の要件を満たす場合には被害者の請求に基づき支給

が可能であることを含め、こうした措置が適切に行われるよう、市町村等

に対し周知に努める。 

 （４）就業の支援 

    被害者の自立を支援する上で、被害者に対する就業支援を促進することが

極めて重要である。支援センターにおいては、被害者の状況に応じて公共職

業安定所、職業訓練施設、女性センター等における就業支援等についての情

報提供と助言を行い、事案に応じ、当該関係機関と連絡調整を行うなど、被

害者の就業に向け、支援に努めることが必要である。 

    公共職業安定所や職業訓練施設においては、被害者一人一人の状況に応じ

たきめ細かな就業支援に積極的に取り組むことが必要である。 

    子どものいる被害者については、本人が希望する場合、公共職業安定所等

は、事業主に対し、被害者が特定求職者雇用開発助成金、及び母子家庭の母

に対する試行雇用奨励金の対象となり得ることを必要に応じて周知し、制度

を活用するよう働き掛けることが望ましい。被害者の職業能力、求職条件等

から職業訓練の受講の必要性が高いと認められる者に対しては、無料の公共

職業訓練の受講のあっせんに努めることが必要である。 

    また、子どものいる被害者については、母子家庭等就業・自立支援センタ

ーにおける就業相談、母子家庭自立支援給付金制度等の対象となり得ること

から、支援センターにおいては、こうした制度の活用についても積極的に促

すことが必要である。 

    都道府県等においては、婦人保護施設や母子生活支援施設等の退所者に対

する就職時の身元保証等、被害者の自立に向けた支援に努めることが必要で

ある。 

    国においては、こうした支援が適切に行われるよう、関係機関に対して周

知に努める。 

 （５）住宅の確保 

    被害者の自立を支援するためには、被害者の居住の安定を図ることは極め

て重要である。このため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）に定める住宅確保要配慮者には、

配偶者からの暴力の被害者が含まれ得るものであることも踏まえ、都道府県

及び市町村はこのような被害者が自立して生活することができるように、受

け皿となる住宅の確保に努めることが必要である。 
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    また、支援センターにおいては、被害者に対し、事案に応じ、住宅の確保

について情報提供等を行うことが必要である。 

    国においては、被害者に対する住宅の供給の促進を図るため、関係機関に

対して周知に努める。 

   ア 公営住宅への入居 

     公営住宅への入居については、国において、地域の住宅事情や公営住宅

ストックの状況等を総合的に勘案して、事業主体の判断により、優先入居

の取扱いを行うことができることが明らかにされているとともに、収入認

定や保証人の要否について、被害者の実情を勘案して弾力的に運用するよ

う事業主体に配慮を求めている。また、入居者資格のない者も含めて被害

者が公営住宅を目的外使用することができるようにするとともに、円滑な

入居を可能とするため、当該目的外使用の手続を簡素化している。 

     今後とも、公営住宅の事業主体において、福祉部局、支援センター等の

関係者とも連携の上、被害者の自立支援のため、公営住宅の優先入居の制

度が一層活用されることが必要である。また、被害者が若年単身である場

合に対応した目的外使用の実施等についても、特段の配慮を行うことが必

要である。 

   イ 民間賃貸住宅への入居 

     国においては、民間賃貸住宅への入居に際して必要となる保証人が確保

されない場合、民間の家賃債務保証会社等に関する情報の提供について、

支援センターとの連携を図るよう、民間賃貸住宅にかかわる団体に対する

要請に努める。 

     また、都道府県等においては、身元保証人が得られないことでアパート

等の賃借が困難となっている被害者の住宅の確保に向けて、身元保証人を

確保するための事業の速やかな普及を図ることが望ましい。 

 （６）医療保険 

    支援センターは、被害者から医療保険に関する相談があった場合、以下に

ついて、事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。また、国におい

ては、以下の事項について、市町村等関係機関に対して周知に努める。 

   ア 健康保険においては、被扶養者は被保険者と生計維持関係にあることが

必要であり、生計維持関係がなければ被扶養者から外れること。 

   イ 国民健康保険組合の行う国民健康保険においては、組合員の世帯に属し

ていなければ、その対象から外れること。 

   ウ 被害者は、被害を受けている旨の証明書を持って保険者へ申し出ること

により、被扶養者又は組合員の世帯に属する者から外れること。 

   エ 被害を受けている旨の証明書は、婦人相談所等が発行すること、また、

子ども等の家族を同伴している場合には、その同伴者についても証明書を

発行すること。 
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   オ 被扶養者又は組合員の世帯に属する者から外れた場合には、年金の第３

号被保険者については、第１号被保険者となる手続が必要になること。 

   カ 市町村の行う国民健康保険においては、事実上の住所及び他の公的医療

保険に加入していないことの確認により、配偶者とは別の世帯として、国

民健康保険に加入することが可能であり、市町村において相談すること。 

   キ 第三者行為による傷病についても、保険診療による受診が可能であるこ

と。 

   ク 医療費通知の送付により、被害者が受診した医療機関について、加害者

に伝わるおそれがある場合には、被害者が加入している医療保険の保険者

に対し、医療費通知の送付先の変更等を依頼すること。 

 （７）年金 

    支援センターは、被害者から国民年金等に関する相談があった場合、以下

について、事案に応じた情報提供等を行うことが必要である。また、国にお

いては、以下の事項について、市町村等関係機関に対して周知に努める。 

   ア 被害者が国民年金の第３号被保険者（会社員、公務員等の被扶養配偶

者）であって、当該被害者がその配偶者の収入により生計を維持しなくな

った場合は、第３号被保険者から第１号被保険者となる手続が必要となる

こと。 

   イ 上記の手続は、現在住んでいる市町村において行うこと。その際、年金

手帳が必要となること。 

   ウ 第１号被保険者になった場合は、自らが保険料を負担する義務が生じる

こと。 

   エ 第１号被保険者は、生活保護法による扶助を受けている場合や、経済的

に保険料の納付が困難な場合等は、保険料の免除制度等があることから、

市町村において相談すること。 

     また、配偶者からの暴力が原因で避難している被害者が保険料の免除を

申請する場合は、加害者の所得は審査の対象としない特例があるので、年

金事務所において相談すること。 

   オ 国民年金、厚生年金保険及び船員保険に関し、被害者が年金事務所にお

いて手続を執ることにより、国民年金原簿等に記載されている住所等が知

られることのないよう、秘密の保持に配慮した取扱いが行われることとな

るので、必要に応じ、年金事務所において相談すること。 

   カ 配偶者からの暴力が原因で被害者が避難している間に加害者が死亡し、

被害者が遺族年金の裁定請求を行う場合については、裁定請求の際、年金

事務所において、その旨を相談すること。 

 （８）子どもの就学･保育等 

    被害者の保護と自立の支援を図る上で、同居する子どもの就学・保育等

は、極めて重要である。支援センターは、教育委員会や学校、福祉部局と連
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携し、被害者に対し、事案に応じ、同居する子どもの就学や保育について情

報提供等を行うことが必要である。 

    なお、教育委員会、学校、保育所等は、被害者の子どもの転出先や居住地

等の情報を適切に管理することが必要である。また、国においては、以下の

事項について、市町村等関係機関に対して周知に努める。 

   ア 就学 

     子どもの就学については、様々な事情によって住民票の記載がなされて

いない場合であっても、その子どもが住所を有することに基づいて就学を

認める扱いがなされている。また、転出先の学校においては、被害者等の

安全を確保するために情報提供の制限が必要な場合においては、転出元の

学校へは転出の事実のみを知らせるなどの対応も考えられる。これらのこ

とを踏まえ、支援センターにおいては、被害者等の安全の確保を図りつ

つ、子どもの教育を受ける権利が保障されるよう、教育委員会、学校と連

絡を取るとともに、被害者に対し、必要な情報提供を行うことが必要であ

る。 

   イ 保育 

   （ア）保育所への入所 

      保育所への入所については、児童福祉法上、保護者が就労・疾病等の

理由により就学前の児童を保育することができない場合に、その保護者

から申込みがあった場合には、市町村は、保育所においてそれらの児童

を保育しなければならないこととなっている。その際、一つの保育所へ

の入所の希望が集中した場合には、市町村において公正な方法で、選考

を行うことが可能である。 

      国においては、市町村に対し、保育所へ入所する子どもを選考する場

合においては、母子家庭等の子どもについて、保育所入所の必要性が高

いものとして優先的に取り扱う特別の配慮を引き続き求めるよう努め

る。また、保護者が求職中であっても保育所への申込みが可能であるこ

と、戸籍及び住民票に記載がない子どもであっても、居住している市町

村において保育所への入所の申込みが可能であること、並びに被害者が

加害者の元から避難したことにより世帯の負担能力に著しい変動が生

じ、費用負担が困難と認められる場合には、その個々の家計の収入の実

態を踏まえた適切な保育料が徴収されるようにすることについても、市

町村に対し周知徹底に努める。 

   （イ）その他の保育サービス 

      支援センターは、ファミリー・サポート・センターや子育て短期支援

事業（ショートステイ、トワイライト）等、保育所以外の保育サービス

についても、市町村における実施状況を踏まえ、事案に応じ、情報提供

を行うことが必要である。 
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   ウ 接近禁止命令への対応 

     被害者の子どもへの接近禁止命令の発令も可能であることから、支援セ

ンターは、制度の趣旨及び概要について、教育委員会及び学校、保育所等

に周知を図ることが必要である。また、支援センター及び警察は、被害者

及びその子どもへの接近禁止命令が発令された場合にはその旨を教育委員

会及び学校、保育所等に申し出るよう被害者に促すことが必要である。 

   エ 予防接種等 

     支援センターは、子どもとともに遠隔地で生活する被害者について、住

民票の記載がなされていない場合であっても、居住していることが明らか

であれば、滞在先の市町村において予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）

に基づく定期の予防接種や母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）に基づ

く健診が受けられることについて、事案に応じた情報提供等を行うことが

必要である。 

     国においては、こうした支援が適切に行われるよう、市町村等関係機関

に対する周知に努める。 

 （９）その他配偶者暴力相談支援センターの取組 

    支援センターは、各々の実情を踏まえ、事案に応じ、離婚調停手続、子ど

もへの面接交渉、多重債務問題等について各種の法律相談窓口を紹介するな

ど、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずることが望ましい。日

本司法支援センター（愛称：法テラス）においては、資力の乏しい者に無料

法律相談を実施したり、裁判代理費用、裁判所へ提出する書類作成費用の立

替え等の援助を行う民事法律扶助業務を行っており、事案に応じ、法テラス

の利用に関する情報提供を行うことが望ましい。 

    また、住民票の記載がなされていない場合であっても、居住している市町

村において、介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく介護認定を受け

て、施設介護サービス費の支給等の介護給付を受けることが可能であること

や、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）に基づく居住系サービス

については、住民票の記載がなされていない場合であっても、居住している

市町村において、支給決定を受けることが可能であることについて、事案に

応じた情報提供等を行うことが必要である。 

    なお、住民票を移していない場合等の一般旅券の発給に関しては、各都道

府県の一般旅券申請窓口に相談するよう、事案に応じた情報提供等を行うこ

とが必要である。 

 

 ８ 保護命令制度の利用等 

 （１）保護命令制度の利用 

    法第３条第３項第５号において、支援センターは、保護命令の制度の利用

について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うことと
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されている。 

   ア 被害者への説明 

     支援センターは、被害者に対し、保護命令制度について説明し、被害者

が保護命令の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書等の記

入方法等についての助言を行い、被害者が円滑に保護命令の申立てができ

るようにすることが必要である。その際には、保護命令の手続の中で、申

立書や添付した証拠書類の写し等が裁判所から相手方に送付されることと

なることについても、被害者に対し説明することが必要である。また、保

護命令の申立てから決定までの間については、事案に応じ、被害者の一時

保護を検討するとともに、被害者に対し、自身の安全の確保に十分留意す

るよう説明することが必要である。 

     また、保護命令の申立て後に申立てが却下された場合や、命令の発令後

に被害者がその取消しを申し立てた場合等であっても、支援センターで

は、被害者の希望に応じ、引き続き相談、助言等の援助を行うことについ

て、あらかじめ説明することが必要である。 

   イ 関係機関への連絡 

     関係機関への連絡については、必要に応じ、支援センターが地方裁判所

に対し、支援センターの連絡先、裁判所内で加害者が被害者を待ち伏せす

るおそれがあることから警備が必要であること、支援センターの関係者が

申立人の裁判所への出頭に付き添うこと等を連絡することが考えられる。 

     また、保護命令が発令された後の被害者の安全確保を速やかに行うた

め、支援センターに相談した被害者が保護命令の申立てを行う際には、事

前に警察に情報提供を行うことが望ましい。 

     なお、保護命令の具体的な手続は、別添のとおりである（別添参照）。 

 （２）保護命令の通知を受けた場合の対応 

   ア 警察 

     法第 15 条第３項において、保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視

総監又は道府県警察本部長に通知するものとされている。 

     警察において同項による通知を受けた場合は、速やかに被害者と連絡を

取り、被害者の意向を確認した上で被害者の住所又は居所を訪問するなど

して、配偶者からの暴力による被害を防止するための留意事項及び緊急時

の迅速な通報等について教示することが必要である。被害者の親族等への

接近禁止命令が発出されている場合は、これらの者に対しても加害者から

の暴力による被害を防止するための留意事項及び緊急時の迅速な通報等に

ついて教示することが必要である。 

     また、加害者に対しても、保護命令の趣旨及び保護命令違反が罪に当た

ることを認識させ、保護命令が確実に遵守されるよう指導警告等を行うこ
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とが必要である。 

     警察が同項に基づく通知を受けた場合で、その通知に係る保護命令につ

いて支援センターへも通知が行われたときには、被害者の安全確保につい

て、支援センターと警察が連携して被害発生の防止に努めることが必要で

ある。具体的には、警察が把握した加害者の言動等について、支援センタ

ーと情報の共有を行い、被害者の保護に努めることが考えられる。 

     なお、保護命令違反のほか、加害者が、被害者に対し、暴行、傷害、脅

迫、住居侵入、器物損壊、ストーカー行為等刑罰法令に触れる行為を行っ

た場合には、被害者の意思を踏まえ、各種法令を適用した措置を厳正に講

ずることが必要である。 

   イ 配偶者暴力相談支援センター 

     法第 15 条第４項において、保護命令を発した場合であって、支援セン

ターの長に相談等を求めた事実があり、かつ、申立書にその旨の記載があ

るときには、裁判所書記官は、速やかに保護命令が発せられた旨及びその

内容を当該支援センターの長に通知するものとされている。 

     支援センターにおいて同項による通知を受けた場合は、速やかに被害者

と連絡を取り、安全の確保や、親族等への接近禁止命令が出された場合に

は、当該親族等へその旨連絡すること等、保護命令発令後の留意事項につ

いて情報提供を行うことが必要である。また、被害者の住所又は居所を管

轄する警察に対して、被害者の安全確保に必要な情報を提供するととも

に、警察から、保護命令を受けた加害者の状況等に関する情報の提供を受

け、警察と連携を図って被害者の安全の確保に努めることが必要である。

事案に応じ、支援センターの職員と警察職員が同席して、保護命令発令後

の被害者の安全確保の方法等について検討することも考えられる。 

     また、必要に応じ、支援にかかわる関係機関及び民間団体に対して、保

護命令が発せられたこと及びその内容を伝え、被害者の安全確保に一層配

慮することや、危険性が高いと考えられる場合には、遠隔地への避難を検

討するなど、保護命令の発令を踏まえた今後の支援の方針について、共通

の認識を持てるように関係機関等と連絡調整を行うことが望ましい。 

 

 ９ 関係機関の連携協力等 

   法第９条において、支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又

は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとすることとされている。 

 （１）連携協力の方法 

    被害者の支援のためには、法に掲げられた機関を始め、人権擁護委員や、

関連する施策を所管する関係機関が共通認識を持ち、日々の相談、一時保
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護、自立支援等様々な段階において、緊密に連携しつつ取り組むことが必要

である。 

    このためには、支援センターを中心とした関係機関の協議会の設置、被害

者の支援のモデルケースを想定し、マニュアル等の形で関係機関等の相互の

協力の在り方をあらかじめ決めておくこと等が有効であると考えられる。 

 （２）関係機関による協議会等 

   ア 協議会等の構成 

     協議会等の設置に当たっては、関係部局や機関の長により構成される代

表者会議、被害者の支援に直接携わる者により構成される実務者会議、実

際の個別の事案に対応する個別ケース検討会議等、重層的な構成にするこ

とが望ましい。 

     既に関係機関の協議会等を設置している地方公共団体においては、そう

した場を活用して、個人情報の保護に十分留意した上で、具体的な事案に

ついても実践的、継続的な協議を行うことが望ましい。また、関係機関の

協議会等がいまだ設置されていない地方公共団体においては、設置を検討

することが必要である。 

   イ 協議会等への参加機関 

     協議会等へ参加する機関については、支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、教育委員会等都道府県又は市町村の関係機関はもとより、公共

職業安定所、公共職業能力開発施設、検察庁、法務局・地方法務局、地方

入国管理局、法テラスの地方事務所等の行政機関等について、地域の実情

に応じ、参加を検討することが望ましい。裁判所についても、オブザーバ

ー等の形で、協議会等の場への出席を求めることも考えられる。 

     また、被害者の保護、自立支援を図る上で、民間の団体の理解と協力は

極めて重要である。このため、民間の支援団体を始め、人権擁護委員連合

会や、弁護士会、司法書士会、調停協会連合会、医師会、歯科医師会、看

護協会、民生委員・児童委員協議会、母子生活支援施設協議会等、様々な

関連する民間団体の参加についても、協議会等の性格や、その地域におい

て被害者の支援に関して課題となっている事項等に応じて幅広く検討する

ことが望ましい。 

 （３）関連する地域ネットワークの活用 

    児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会や犯罪被害者等に係る被害

者支援地域ネットワーク、高齢者虐待防止ネットワーク等、配偶者からの暴

力の問題と関連の深い分野において、関係機関のネットワーク化が図られて

いるところであり、こうした地域協議会等既存のネットワークとの連携や統

合により、関連施策との連携協力を効果的かつ効率的に進めることについて

も、検討することが望ましい。 

 （４）広域的な連携 

第２－９ 関係機関の連携協力等



 

- 34 -

    被害者に対する加害者からの追及が激しい場合等は、市町村又は都道府県

の枠を越えた関係機関の広域的な連携が必要になる場合も考えられ、こうし

たことを想定して、あらかじめ、近隣の地方公共団体と連携について検討し

ておくことが望ましい。 

 

 10 職務関係者による配慮・研修及び啓発 

 （１）職務関係者による配慮 

    法第 23 条第１項において、配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者（以下「職務関係者」という。）は、その

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、そ

の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないとされてい

る。 

   ア 配偶者からの暴力の特性に関する理解 

     職務関係者においては、配偶者からの暴力は外部からその発見が困難な

家庭内で行われるため潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いと

いう傾向にあり、被害が深刻化しやすいという特性等を十分理解した上

で、被害者の立場に配慮して職務を行うことが必要である。 

     特に被害者と直接接する場合は、被害者が配偶者からの暴力により心身

とも傷ついていることに十分留意することが必要である。こうしたことに

対する理解が不十分なため、被害者に対し、不適切な対応をすることで、

被害者に更なる被害（二次的被害）が生じることのないよう配慮すること

が必要である。 

   イ 被害者等に係る情報の保護 

     職務関係者が職務を行う際は、被害者及びその関係者の安全の確保を第

一に考えつつ、具体的には、加害者の元から避難している被害者の居所が

加害者に知られてしまう、あるいは被害者を支援している者の氏名等が加

害者に知られてしまうといったことのないよう、被害者等に係る情報の保

護に十分配慮することが必要である。 

     また、加害者の元から被害者と共に避難している子どもが通う学校や保

育所においては、被害者から申出があった場合には、関係機関と連携を図

りつつ、加害者に対して被害者の居所が知られることがないように、十分

配慮することが必要である。 

   ウ 外国人等の人権の尊重 

     外国人や障害者である被害者等の人権の尊重が必ずしも十分徹底されて

いないとの指摘があることを踏まえ、法においては、職務関係者は、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重しなければならないこと

が確認されたところである。法が対象としている被害者には、日本在住の
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外国人（在留資格の有無を問わない。）や障害のある者等も当然含まれて

いることに十分留意しつつ、それらの被害者の立場に配慮して職務を行う

ことが必要である。 

     なお、被害者が不法滞在外国人である場合には、関係機関は地方入国管

理局と十分な連携を図りつつ、加害者が在留期間の更新に必要な協力を行

わないことから、被害者が不法滞在の状況にある事案も発生していること

を踏まえ、事案に応じ、被害者に対し適切な対応を採ることが必要であ

る。また、国においては、被害者から在留期間の更新等の申請があった場

合には、被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道

上適切に対応するよう努める。 

 （２）職務関係者に対する研修及び啓発 

    法第 23 条第２項において、国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要

な研修及び啓発を行うものとすることとされている。 

    職務関係者に対してこうした研修及び啓発を実施することは、被害者が安

心して支援を受けることのできる環境の整備につながるとともに、関係機関

が配偶者からの暴力の問題について共通の認識を持つことにより、関係機関

の連携協力の強化にも資するものである。職務関係者に対する研修及び啓発

の実施に当たっては、以上に述べたような、配偶者からの暴力の特性や被害

者の立場を十分に理解した上での対応が徹底されるよう配慮することが必要

である。 

    研修の場においては、秘密の保持や個人情報の管理の徹底、加害者に対す

る適切な対応方法等、実践的な知識や留意点、関連する法制度について幅広

く情報を提供することが必要である。また、ロールプレイ等を用いて、実際

の業務に直結する研修を行うことも考えられる。 

    特に、被害者と直接接する立場の者に対する研修及び啓発においては、二

次的被害の防止の観点が重要である。支援センターにおいては、関係機関の

職員に対する研修等に講師を派遣するなど、二次的被害を防止する観点か

ら、職務関係者に対する研修の実施について、関係機関に積極的な働き掛け

を行うことが望ましい。 

    また、相談員等被害者の支援に直接携わる職員については、その職務の特

性から、職務遂行の過程でいわゆる「バーンアウト（燃え尽き）」状態等心

身の健康が損なわれることがあり、こうしたことのないよう、当該職員の所

属する機関において配慮することが必要である。具体的には、職場での研修

や専門的立場からの助言、指導の実施等が考えられる。 

    国においては、上記の事項に十分配慮して、職務関係者に対する研修の実

施、相談の手引等の作成や配布、二次的被害の防止に必要な情報の提供等に

積極的に努める。 
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11 苦情の適切かつ迅速な処理 

   法第９条の２において、支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府

県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務

の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを

処理するよう努めるものとすることとされている。 

   苦情の処理に当たっては、一定のルールに沿った方法で解決を進めることに

より、円滑・円満な解決の促進や信頼性、適正性の確保を図ることが必要であ

る。 

   関係機関においては、申出のあった苦情について、誠実に受け止め、適切か

つ迅速に処理し、必要に応じ、職務の執行の改善に反映するとともに、可能な

限り処理結果について申立人に対する説明責任を果たすことが望ましい。関係

機関において、苦情処理制度が設けられている場合には、その制度を分かりや

すく周知するとともに、その制度に則して処理を行うことが必要である。 

 

 12 教育啓発 

   法第 24 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関

する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとすることとされて

いる。 

   配偶者からの暴力の防止の観点からは、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を

傷つける暴力は許さないという意識を社会全体で共有していくことが必要であ

る。啓発は国民各界各層を対象に行うことが必要であり、被害者が受けた暴力

の実態や、配偶者に対して暴力を振るうことは犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害であることへの認識が、性別を問わず国民に共有されるように取り組

んでいくことが必要である。また、啓発に当たっては、配偶者からの暴力に

は、身体に対する暴力のみならずいわゆる精神的暴力及び性的暴力も含まれる

ことに留意することが必要である。 

 （１）啓発の実施方法と留意事項 

    啓発の実施に際しては、関係機関が連携協力して取り組むことが効果的だ

と考えられる。 

    啓発の方法については、ポスター・パンフレットの作成・配布のほかに

も、シンポジウムの開催や、地域における各種団体の研修会や講座等の機会

を活用するなど様々な方法が考えられる。また、市町村では、その広報紙へ

の掲載や自治会等の協力を得たパンフレットの回覧等、住民に身近な場所

で、地域に密着した形の啓発を進めるとともに、都道府県ではシンポジウム

の開催やテレビ等の活用等より広域的な方法での啓発にも取り組むことが考

えられる。さらに、配偶者に対する暴力には、具体的にどのような行為があ

るのか、また、配偶者に対して暴力を振るうことは、犯罪となる行為も含む

重大な人権侵害であることについて、自らの身近な問題として考えてもらう
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きっかけとなるよう、啓発の内容を工夫することが必要である。 

    こうした啓発を通じて、地域住民に対して、配偶者からの暴力に関する的

確な理解と協力が得られるよう努めることが必要である。 

    被害者の支援のための仕組み等についても啓発を行うことが必要である

が、その場合、一時保護を行う施設の所在地等については、加害者に知られ

ないよう工夫するなど、被害者の安全を十分考慮し、被害者の立場に立った

啓発を行うことが必要である。また、外国人や障害者等である被害者に対し

ても、適切な情報が提供されるよう留意することが必要である。 

    国においては、上記の事項に十分配慮して、毎年 11 月 12 日から２週間に

わたって実施している「女性に対する暴力をなくす運動」を中心として、ポ

スター・パンフレットの作成・配布、テレビ等を通じた積極的な広報啓発に

努めるとともに、こうした広報啓発に対する認知度の把握に努める。また、

毎年 12 月４日から１週間にわたって実施している「人権週間」においては

「女性の人権を守ろう」を強調事項に掲げるなど、積極的な国民への広報啓

発に努める。 

 （２）若年層への教育啓発 

    配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域において、人権

尊重の意識を高める教育啓発や男女平等の理念に基づく教育等を促進するこ

とが必要である。特に、配偶者からの暴力の防止には、若年層に対し、配偶

者や交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供すること

が有用であることから、関係機関と連携して、若年層を対象とした啓発活動

を行うことが望ましい。 

    また、学校において、人権教育の中で、この問題を取り上げることも考え

られる。 

 

 13 調査研究の推進等 

   法第 25 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身

の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護

に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとすることとされている。 

   なお、調査研究に当たり、被害者と接する必要がある場合には、被害者の心

身の状況、その置かれている環境等に十分配慮することが必要である。 

 （１）調査研究の推進 

   ア 加害者の更生のための指導 

     配偶者からの暴力の加害者を対象としたその更生のための施策は、配偶

者からの暴力の防止に向けて考えられる重要な施策の一つである。 

     加害者の更生のための指導としてどのようなものが有効であるかについ

ては未解明な部分が多く、場合によっては、加害者が更生のための指導を
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受けているという事実をもって、被害者やその関係者に事実に反し加害者

が更生したとの錯覚を与えるおそれがある。また、更生のための指導を受

けたことで保護命令の対象となる暴力の範囲を学習し、それに当たらない

言葉による脅し等を行うようになるおそれもある。 

     調査研究に当たっては、配偶者からの暴力は本来犯罪として扱われるべ

き事案を含む重大な問題であるということを考慮した上で、いかに被害者

の安全を高めるか、また、いかに新たな被害者を生み出さないようにする

かをその目的とするよう留意することが必要である。 

     国においては、これまで、諸外国の実態や国内で実施した試行の結果を

踏まえ、加害者の更生のためのプログラムの可能性と限界について調査研

究を行ったところである。また、「ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）の加害者に関する研究」（法務総合研究所）として、配偶者からの暴

力等が刑事事件となった事案を取り上げて分析調査等を実施し、我が国に

おける配偶者からの暴力等の実態を把握するとともに、それを引き起こす

要因等を探求し、取り分け加害者に焦点を当ててその特性を明らかにした

上、更生のための指導方法を見極めること等を目的とした研究を行ったと

ころである。 

     国においては、上記の事項に十分配慮して、これまでの検討結果や他の

犯罪加害者を対象とする処遇プログラムの動向等を踏まえ、今後も引き続

き、受刑者や保護観察に付された者を含めた配偶者からの暴力に関する加

害者に対する指導等の実施に向けた調査研究の推進に努める。また、受刑

者や保護観察に付された者に対しては、現行制度下の処遇においても、加

害者の問題性に応じて、配偶者からの暴力の特性等に配慮した処遇の実施

に努める。 

   イ 被害者の心身の健康の回復 

     被害者の心身の健康を回復させるための方法等について、調査研究の推

進に努めることが必要である。 

     国においては、厚生労働科学研究費補助金による研究事業として、配偶

者からの暴力の被害母子に対する早期介入の方法論や健康回復のためのケ

ア技法の確立、就労・子育て支援等の生活再建に向けた総合的支援の基礎

となる基礎的データを提供する「家庭内暴力被害者の自立とその支援に関

する研究」を実施するなど、従来から各種の調査研究を推進しているとこ

ろである。 

国においては、配偶者からの暴力の被害の実態把握や、被害者及び同伴

する子どもの自立支援に寄与するため、引き続き調査研究の推進に努め

る。 

 （２）人材の育成等 

    被害者の支援を担う人材が、配偶者からの暴力の特性や被害者の立場を十
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分理解していることは、きめ細かでニーズに合致した自立支援を行っていく

基盤となることから、関係機関においては、被害者の支援に係る人材の育成

及び資質の向上について、職務関係者に対する研修等を通じ、十分配慮する

ことが必要である。 

 

 14 民間の団体に対する援助等 

   法第 26 条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよ

う努めるものとすることとされている。 

   配偶者からの暴力の防止及び自立支援を含む被害者の適切な保護は、国及び

地方公共団体において主体的に取り組んでいるところである。 

   しかしながら、民間の支援団体の中には、法制定以前からこの問題に取り組

むなど、被害者の支援のための豊富なノウハウを有し積極的に被害者の支援に

取り組んでいる団体も多くある。また、この問題に関連する民間団体は、人権

擁護委員連合会や弁護士会、司法書士会、調停協会連合会、医師会、歯科医師

会、看護協会、医療社会事業協会、民生委員･児童委員協議会、母子生活支援

施設協議会等多くの団体があり、こうした団体の理解と協力は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図る上で重要である。 

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るためには、国、都道府県及

び市町村と、民間団体等とが緊密に連携を図りながら、より効果的な施策の実

施を図っていくことが必要である。 

   連携の例としては、一時保護の委託及びそれ以外の緊急時における安全の確

保、相談業務、広報啓発業務、同行支援等の自立支援、研修等における専門的

知見の活用、関係機関の協議会への参加の招請等様々なものが考えられる。支

援センターについても、当該支援センターの業務の委託について、別途法令の

定めがある場合を除き、その業務の全部又は一部を委託することが考えられ

る。どのような連携を行うかは、それぞれの地域の実情と民間団体等の実態と

意見を踏まえ、民間団体等の有する豊富なノウハウやネットワークを、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に十分にいかすという観点に立って、それ

ぞれの都道府県又は市町村において判断することが望ましい。 

   また、それぞれの地域における配偶者からの暴力の状況、公的な施設の状

況、当該民間団体等への援助の必要性、適格性等を踏まえ、それぞれの都道府

県又は市町村の判断において、連携内容に応じ、情報提供、資料の提供、財政

的援助等の必要な援助を行っていくことが望ましい。 

   国においては、上記の事項に十分配慮して、研修会等の講師として民間団体

の代表を招へいするとともに、民間団体等に対し、ホームページ等を通じ、各

種の調査報告書や関連する施策に係る通達等も含め、きめ細かな情報の提供に

努める。また、地方公共団体と民間団体との連携等の好事例の収集・普及に努

第２－14 民間の団体に対する援助等
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めるとともに、民間団体のスタッフ養成への援助や、民間の団体に対する専門

的な知識や経験を有するアドバイザーの派遣についても充実を図り、連携を取

りつつ積極的な施策の展開に努める。 

 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る重要事項 

 １ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価 

   国においては、配偶者からの暴力をめぐる状況や、国及び地方公共団体にお

ける施策の実施状況を把握するとともに、被害者の保護に取り組む民間団体等

広く関係者の意見を聴取して、基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価を

適宜行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

 

 ２ 基本計画の策定・見直しに係る指針 

 （１）基本計画の策定 

   ア 現状の把握 

     基本計画の策定に際しては、その地域における配偶者からの暴力をめぐ

る状況や施策の実施状況を把握することが必要である。 

   イ 関係機関等の連携 

     基本計画の策定に当たっては、基本方針に掲げた各項目の関係部局が連

携して取り組むことが望ましい。また、その他の関係機関とも連携して取

り組むことが望ましい。 

     なお、市町村基本計画は都道府県基本計画を勘案して策定することが必

要であるが、都道府県において都道府県基本計画の見直しに係る検討を進

めている場合には、市町村基本計画の策定は、その見直しの完了を待って

初めて可能となるものではなく、都道府県と市町村の間で協議を行う等相

互に十分な連携を図りつつ、都道府県基本計画の見直しに係る検討と並行

して、市町村基本計画の策定に係る検討を行うことが望ましい。 

   ウ 関係者からの意見聴取 

     基本計画の策定に当たっては、被害者の支援に取り組む民間団体等広く

関係者の意見を聴取することが望ましい。 

 （２）基本計画の見直し等 

    基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直すことが必要であ

る。見直しに当たっては、上記（１）に掲げる基本計画の策定に準じた対応

を採ることが必要である。 

    見直しは、基本計画に定めた施策の実施状況を把握し、評価した上で行う

ことが必要である。また、それ以外の場合においても、施策の実施状況を適

宜把握して評価することが望ましい。 

第３－１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価
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    なお、計画期間内であっても、新たに基本計画に盛り込むべき事項が生じ

るなどの場合は、必要に応じ、基本計画を見直すことが望ましい。 

 

 

第３－２ 基本計画の策定・見直しに係る指針
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   別添 保護命令の手続 

 

第１ 概要 

  保護命令の制度とは、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫」を受けた被害者が、配偶者から身体に対する暴力を受けることによりその生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、被害者の生命又は身体

の安全を確保することを目的として、裁判所が、配偶者に対し、①被害者への接

近等の禁止、②被害者への電話等の禁止、③被害者の同居の子への接近等の禁

止、④被害者の親族等への接近等の禁止又は⑤被害者と共に生活の本拠としてい

る住居からの退去等を内容とする「保護命令」を発令し、配偶者がこれに違反し

た場合には刑事制裁を加えることで、被害者の生命又は身体の安全を確保しよう

とする制度である（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以

下「法」という。）第４章）。 

 

第２ 保護命令の種類 

 １ 被害者への接近禁止命令（法第 10 条第１項第１号） 

   配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居

（５の退去命令の対象となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除

く。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命

ずるものである。 

 

 ２ 被害者への電話等禁止命令（法第 10 条第２項） 

   配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害

者への接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間、次に掲げるいずれの行

為もしてはならないことを命ずるものである。 

  ① 面会を要求すること。 

  ② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る

状態に置くこと。 

  ③ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

  ④ 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、

電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信

すること。 

  ⑤ 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話を

かけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

  ⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を

送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

  ⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 
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  ⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、

又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。 

   配偶者が被害者に面会を要求すること等は、一般的には、被害者の生命又は

身体に危害が加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律

（平成 19 年法律第 113 号。以下「平成 19 年改正法」という。）による改正前

においては、保護命令による禁止行為とはされていなかったが、被害者への接

近禁止命令が発令されている状況であるにもかかわらず、被害者に対し、一定

の電話等が行われる場合には、「戻らないといつまでも嫌がらせをされるので

はないか」、「もっと怖い目に遭わされるのではないか」などといった恐怖心

等から、被害者が配偶者の元へ戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触

せざるを得なくなったりして、被害者が配偶者から身体に対する暴力を加えら

れる危険が高まり、被害者への接近禁止命令の効果が減殺されてしまうことが

あり得ることから、平成 19 年改正法により、被害者への電話等禁止命令が設

けられたものである。 

 

 ３ 被害者の同居の子への接近禁止命令（法第 10 条第３項） 

   配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害

者への接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間、被害者とその成年に達

しない子が同居する住居（配偶者と共に生活の本拠としている住居を除

く。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいし

てはならないことを命ずるものである。 

   配偶者が被害者の同居の子へ接近することは、一般的には、被害者の生命又

は身体に危害が加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律

（平成 16 年法律第 64 号。以下「平成 16 年改正法」という。）による改正前

においては、保護命令による禁止行為とはされていなかったが、具体的には、

配偶者が被害者の幼年の子をその通園先等において連れ去り、配偶者の元に連

れ戻してしまうと、その子の身上を監護するために被害者が自ら配偶者に会い

に行かざるを得なくなるなど、被害者が配偶者との面会を余儀なくされると認

めるべき場合があり、そのような場合には、被害者への接近禁止命令が発せら

れていても、被害者と配偶者が物理的に接近することにより被害者が配偶者か

ら身体に対する暴力を加えられる危険が高まり、その効果が減殺されてしまう

ことがあり得ることから、平成 16 年改正法により、被害者への接近禁止命令

の効果が減殺されることを防止するため、被害者の同居の子への接近禁止命令

が設けられたものである。 
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 ４ 被害者の親族等への接近禁止命令（法第 10 条第４項） 

   配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、前に又は同時に発令された被害

者への接近禁止命令の有効期間が経過する日までの間、被害者の親族その他被

害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び

配偶者と同居している者を除く。以下「親族等」という。）の住居（配偶者と

共に生活の本拠としている住居を除く。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものである。 

   配偶者が被害者の親族等へ接近することは、一般的には、被害者の生命又は

身体に危害が加えられるおそれを直接に生じさせる行為ではないことから、平

成 19 年改正法による改正前においては、保護命令による禁止行為とはされて

いなかったが、具体的には、配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著し

く粗野又は乱暴な言動を行う場合等には、被害者がその行為を制止するために

配偶者との面会を余儀なくされる状態に陥る可能性が高いと考えられる場合が

あり、そのような場合には、被害者への接近禁止命令が発せられていても、被

害者と配偶者が物理的に接近することにより被害者が配偶者から身体に対する

暴力を加えられる危険が高まり、その効果が減殺されてしまうことがあり得る

ことから、平成 19 年改正法により、被害者への接近禁止命令の効果が減殺さ

れることを防止するため、被害者の親族等への接近禁止命令が設けられたもの

である。 

 

 ５ 退去命令（法第 10 条第１項第２号） 

   配偶者に対し、命令が効力を生じた日から起算して２月間、被害者と共に生

活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないことを命ずるものであり、平成 16 年改正法により退去の期間が２

週間から２月間に延長されるとともに、当該住居の付近をはいかいすることの

禁止が加えられたものである。 

 

第３ 保護命令の申立ての手続 

 １ 申立人 

 （１）保護命令の申立てをすることができるのは、配偶者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫を受けた者（「被害者」）である（法第 10 条第

１項本文）。 

 （２）「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む

（法第１条第３項）。 
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 （３）また、平成 16 年改正法により、「配偶者からの暴力」については、身体

に対する暴力に限らず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含む

ものとされたが（法第１条第１項）、保護命令の手続の対象となるのは、配

偶者からの「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた被害者に

限られる（法第 10 条第１項柱書）。「身体に対する暴力」とは、身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう（法第１条

第１項）。 

    「生命等に対する脅迫」とは、被害者の生命又は身体に対し害を加える旨

を告知してする脅迫をいう（法第 10 条第１項柱書）。すなわち、配偶者か

らの精神的暴力は、一般的には、被害者の生命又は身体に危害が加えられる

おそれを直接に生じさせる行為ではないことから、平成 19 年改正法による

改正前においては、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者のみが保護命

令を申し立てられるものとされていたが、被害者の生命又は身体に対し害を

加える旨を告知してする脅迫（以下「生命等に対する脅迫」という。）を受

けた被害者については、身体に対する暴力を受けていなくても、その後配偶

者からの身体に対する暴力を受ける一定程度の可能性が認められ、その保護

の必要性が被害者等から強く求められていること等を受け、平成 19 年改正

法により、一定の要件を充たす場合には生命・身体に危害が加えられること

を防止するため、生命等に対する脅迫を受けた被害者についても、保護命令

を申し立てられるものとされたものである。 

 （４）さらに、平成 16 年改正法による改正前は、元配偶者に対して保護命令を

発令することは認められていなかったが、配偶者からの身体に対する暴力を

受けた場合にあっては、離婚直後の時期が一連の身体に対する暴力の危険が

最も高まる時期であると指摘されていること、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた後に離婚をした場合にあっては、婚姻中の身体に対する暴力と離

婚後において配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力は、一

体的なものとして評価することが可能であること等の理由から、平成 16 年

改正法及び平成 19 年改正法により、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合であっても、３（１）の要件を満たすときは、当該配偶者で

あった者に対して保護命令を発令することができることとされたものである

（第 10 条第１項柱書）。 

 

 ２ 管轄裁判所 

   保護命令の申立てに係る事件（以下「保護命令事件」という。）は、次の地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

 （１）相手方である「配偶者」の住所の所在地（法第 11 条第１項）。 

 （２）日本国内に相手方の住所がないとき又は住所が知れないときは、その居所

の所在地（同項）。 
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 （３）申立人の住所又は居所の所在地（同条第２項第１号）。 

 （４）保護命令の申立てに係る「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫」が行われた地（同項第２号）。 

 （５）被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接近

禁止命令の申立てに係る事件については、被害者への接近禁止命令を発令す

る裁判所又は発令した裁判所（法第 10 条第２項から第４項まで）。 

 

 ３ 保護命令発令の要件 

   保護命令が発令される要件は、次のとおりである。 

 （１）保護命令に共通の要件 

    申立人である被害者が配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場

合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対

する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっ

ては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）によ

り、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと（法第 10

条第１項本文）。 

    元配偶者に対する保護命令の発令の要件が「引き続き受ける身体に対する

暴力」によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことと

されているのは、婚姻継続中の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と

の一体性が必要であることによるものと考えられる。 

 （２）被害者への電話等禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

    裁判所が（１）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を発

令したこと又は同時に発令すること（法第 10 条第２項本文）。 

 （３）被害者の同居の子への接近禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

   ア 裁判所が（１）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を

発令したこと又は同時に発令すること（法第 10 条第３項本文）。 

   イ 被害者がその成年に達しない子（以下単に「子」という。）と同居して

いること（同項本文）。 

   ウ 被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため必要であると認められること（同項本文）。 

     なお、この必要性の認定は、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足り

る言動を行っていることその他の客観的事情の存在により認められる必要

がある。 

   エ 子が 15 歳以上であるときは、その同意があること（同項ただし書）。 
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     一定の判断能力を備えていると認められる 15 歳以上の子については、

その意思を十分に尊重するために、その子の同意がある場合に限り、被害

者の子への接近禁止命令を発することとされたものである。 

 （４）被害者の親族等への接近禁止命令の発令のため特に必要とされる要件 

   ア 裁判所が（１）の要件があることを認めて、被害者への接近禁止命令を

発令したこと又は同時に発令すること（法第 10 条第４項本文）。 

   イ 被害者がその親族等被害者と社会生活において密接な関係を有する者

（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。）に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要である

と認められること（同項本文）。 

     なお、「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、被害

者の身上、安全等を配慮する立場にある者をいい、職場の上司、支援セン

ターや民間シェルターの職員のうち、被害者に対し現に継続的な保護・支

援を行っている者等がこれに該当し得るものと考えられる。 

     また、上記の必要性の認定は、配偶者が親族等の住居に押し掛けて著し

く粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の客観的事情の存在により

認められる必要がある。 

   ウ 親族等が被害者の 15 歳未満の子でないときは、申立てに当たり、その

同意（当該親族等が 15 歳未満の者又は成年被後見人である場合にあって

は、その法定代理人の同意）があること（法第 10 条第５項）。 

     この命令の申立てに当たっては、当該親族等の意思又はその法定代理人

の意思を十分に尊重するために、その親族等又はその法定代理人の同意を

要するものとされたものである。被害者の子については、被害者の同居の

子への接近禁止命令との均衡上、15 歳以上の子についてはその子の同意が

必要であるが、15 歳未満の場合はその法定代理人の同意を要しないことと

されている。 

 

 ４ 申立ての方法等 

 （１）保護命令の申立ての方法 

    保護命令の申立ては、書面（申立書）でしなければならず、その記載事項

は、配偶者暴力に関する保護命令手続規則（平成 13 年最高裁判所規則第７

号。以下単に「規則」という。）の定める形式的記載事項（第１条参照）の

ほか、次のとおりである（法第 12 条第１項）。なお、これらの事項につい

て虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10 万円以下

の過料に処せられる（法第 30 条）。 

   ア 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況。 

   イ 配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ
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っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に

対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情。 

   ウ 被害者の同居の子への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被

害者が同居している子に関して配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者）と面会することを

余儀なくされることを防止するため被害者の同居の子への接近禁止命令を

発令する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情。 

   エ 被害者の親族等への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害

者が親族等に関して配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者）と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため親族等への接近禁止命令を発令する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情。 

   オ 支援センターの職員又は警察職員に対し、アからエまでの事項について

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無。 

   カ オにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、

次の事項。 

   （ア）当該支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。 

   （イ）相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。 

   （ウ）相談又は求めた援助若しくは保護の内容。 

   （エ）相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。 

 （２）保護命令の申立てに当たって提出すべき資料 

    （１）の申立書に（１）カの事項の記載がない場合には、申立書には、

（１）アからエまでの事項についての申立人の供述を記載した公証人の宣誓

認証のある書面を添付しなければならない（法第 12 条第２項）。 

    「宣誓認証」とは、書面の作成名義人が、公証人の面前において、その書

面の記載の真実であることを宣誓した上で、その書面に署名若しくは押印

し、又はその書面にある署名若しくは押印が自己の意思に基づくものである

ことを認めたことを、公証人が認証することをいう（公証人法（明治 41 年

法律第 53 号）第 58 条ノ２第１項）。 

    公証人の宣誓認証を得るためには、公証人役場において、公証人に対し、

宣誓認証の嘱託をすることになる（公証人法第１条第２号、第 60 条、第 28

条）。書面の記載の虚偽であることを知って宣誓をした者は、10 万円以下の
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過料に処せられる（公証人法第 60 条ノ５）。 

    なお、法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がい

ない場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣

は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に宣

誓認証を行わせることができる（法第 20 条）。 

 （３）保護命令の申立ての手数料等 

    保護命令の申立てに要する手数料は、1,000 円である（民事訴訟費用等に

関する法律（昭和 46 年法律第 40 号）第３条、別表第一の一六の項）。手数

料は、申立書に収入印紙をはって納めなければならない（同法第８条本

文）。 

    また、（２）の申立人の供述を記載した書面について公証人の宣誓認証を

嘱託するための手数料は、１万 1,000 円である（公証人手数料令（平成５年

政令第 224 号）第 34 条第１項・第２項）。 

 

第４ 保護命令事件の審理 

  裁判所は、保護命令事件については、速やかに裁判することが要請されている

（法第 13 条）。 

  保護命令を発令するには、相手方に反論の機会を保障する趣旨から、口頭弁論

又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることが原則とされている

が、期日を経ることにより被害者の生命又は身体の安全の確保という保護命令の

申立ての目的を達することができないときは、これらの期日を経ることなく、書

面審理のみで保護命令を発令することができる（法第 14 条第１項）。 

 

第５ 保護命令の裁判とその効力 

  保護命令の申立てについては、裁判所は、理由を付した決定（口頭弁論を経な

い場合には、理由の要旨を示した決定）により裁判することとされ（法第 15 条

第１項参照）、保護命令の申立てに理由があると認めるときは、保護命令を発令

しなければならない（法第 10 条第１項参照）。 

  保護命令の効力は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した期日に

おける言渡しによって生じる（法第 15 条第２項）。 

  保護命令の効力が生じた後に相手方が保護命令に違反した場合、保護命令は執

行力を有しないものとされているため（法第 15 条第５項）、民事上の強制執行

の対象とはならないが、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金という刑事上の

制裁の対象となる（法第 29 条）。 

 

第６ 保護命令の裁判に対する不服申立て 

  保護命令の申立てについての裁判に対しては、その裁判の告知を受けた日から

１週間が経過するまでの間、即時抗告により不服を申し立てることができる（法
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第 16 条第１項、第 21 条、民事訴訟法（平成８年法律第 109 号）第 332 条）。 

  この場合、保護命令の効力は停止されないのが原則であるが、即時抗告の申立

人が、保護命令の効力の停止を申し立て、保護命令の取消しの原因となることが

明らかな事情があることにつき疎明（裁判官に事実の存否に関し高度の蓋然性に

ついての確信を抱かせる「証明」には至らないが、事実の存否に関し一応確から

しいという蓋然性の心証を抱かせるもので足りると解されている。）があったと

きに限り、抗告裁判所（原裁判所の所在地を管轄する高等裁判所）又は記録の存

する原裁判所（保護命令を発令する裁判をした地方裁判所）は、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる

（法第 16 条第３項）。 

  なお、被害者への接近禁止命令について即時抗告があり、その効力の停止が命

じられる場合において、被害者への接近禁止命令を前提とする被害者への電話等

禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接近禁止命令も発令されてい

るときは、停止を命ずる裁判所は、これらの命令の効力の停止をも命じなければ

ならない（同条第４項）。 

 

第７ 保護命令の取消し 

 １ 抗告裁判所による取消し 

   保護命令を発令する裁判に対する即時抗告が申し立てられた場合において、

抗告裁判所が保護命令の取消しの原因となる事情があると認めたときは、保護

命令を取り消すこととなる。 

   また、被害者への接近禁止命令についての即時抗告を認めてこれを取り消す

場合において、被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族

等への接近禁止命令も発令されているときは、抗告裁判所は、これらの命令を

も取り消さなければならない（法第 16 条第６項）。 

 

 ２ 当事者の申立てによる取消し 

   保護命令を発令した裁判所は、次の場合には、保護命令を取り消さなければ

ならない（法第 17 条第１項）。 

  ① 保護命令の申立てをした被害者が、保護命令の取消しを申し立てた場合

（同項前段）。 

  ② 退去命令以外の保護命令にあっては、被害者への接近禁止命令の効力が生

じた日から起算して３月を経過した後に、退去命令にあっては、退去命令の

効力が生じた日から起算して２週間を経過した後に、これらの命令を受けた

配偶者が申立てをし、裁判所がこれらの命令の申立てをした被害者に異議が

ないことを確認した場合（同項後段）。 

   また、当事者の申立てにより、被害者への接近禁止命令を取り消す場合にお

いて、被害者への電話等禁止命令又は被害者の同居の子若しくは親族等への接
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近禁止命令も発令されているときは、保護命令を発した裁判所は、これらの命

令をも取り消さなければならない（法第 17 条第２項）。 

 

第８ 保護命令の再度の申立ての手続 

 １ 発令の要件 

 （１）退去命令以外の保護命令 

    最初の保護命令の発令の要件と変わるところはない。 

 （２）退去命令 

    退去命令が発令された後に当該退去命令の申立ての理由となった身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去命令の再度

の申立てがあったときの発令要件は、次のとおりである（法第 18 条第１

項）。 

   ア 配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者）と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該退去

命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居から

の転居を完了することができないことその他の退去命令を再度発する必要

があると認めるべき事情があること（同項本文）。 

   イ 再度の退去命令を発することにより相手方である配偶者の生活に特に著

しい支障を生ずると認められないこと（同項ただし書）。 

    イの要件については、相手方である配偶者において生活に特に著しい支障

を生ずると認めるに足りる事情を主張立証する必要がある。 

 

 ２ 再度の申立ての方法等 

   退去命令以外の保護命令の再度の申立ての方法については、最初の保護命令

の申立ての手続と変わるところはないが、退去命令の再度の申立ての方法につ

いては、次のような申立書の記載事項等の特例がある。 

 （１）申立書の記載事項等（法第 18 条第２項、第 12 条第１項） 

   ア 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況。 

   イ 配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力）又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に

対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力）により生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる再度の申立ての時における
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事情。 

   ウ 配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者）と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該退去

命令の効力が生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居から

の転居を完了することができないことその他の退去命令を再度発する必要

があると認めるべき事情。 

   エ 支援センターの職員又は警察職員に対し、ア及びイの事項並びにウの事

情について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無。 

   オ エにおいて相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があるときは、

次の事項。 

   （ア）当該支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称。 

   （イ）相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所。 

   （ウ）相談又は求めた援助若しくは保護の内容。 

   （エ）相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容。 

 （２）申立てに当たって提出すべき資料 

    （１）の申立書に（１）オの事項の記載がない場合には、申立書には、

（１）ア及びイの事項並びにウの事情についての申立人の供述を記載した公

証人の宣誓認証のある書面を添付しなければならない（法第 18 条第２項、

第 12 条第２項）。 

 （３）保護命令の再度の申立ての手数料等 

    保護命令の再度の申立てに要する手数料は、保護命令の申立てと変わらな

い。 
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